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趣 旨 及 び 日 程 等                 

 

「特別な支援を必要とする子ども」への支援の実際 

 

－発達障害のある子どもを中心に－ 

 

趣 旨 
 

 特別支援教育の一層の推進には、発達障害を含む障害のある子ども全てに対応する教育が重要であり、
学校全体で取り組むことが求められています。特に発達障害への対応は喫緊の課題です。そこで、本年
度の研究所セミナーⅠでは、１日目は、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学等の「つながり」や
「支援の充実」をキーワードにした講演とパネルディスカッションの開催、２日目は、本研究所の２つ
のプロジェクト研究（①「小・中学校における障害のある子どもへの『教育支援体制に関する在り方』
及び『交流及び共同学習』の推進に関する実際的研究」、②「特別支援学校における自閉症の特性に応
じた指導パッケージの開発研究」）の成果をもとにした分科会の開催を通して、「特別な支援を必要と
する子ども」への支援の実際について協議したいと考えております。 
  
 

      国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ 実施ワーキンググループリーダー 
                                後 上 鐵 夫 
  
 
 

日 程 
 

 （第１日目）平成２０年１月２４日（木）（カルチャー棟大ホール） 
 13:45  

                  12:00 13:00 13:15          14:55  15:10            17:00 
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開会

 

 

 

行
政
説
明
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ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
 

 

 

 

 

 

 （第２日目）平成１９年１月２５日(金）（カルチャー棟大ホール・小ホール 他） 
  

   9:30   10:00                  12:00    13:00                          16:00 
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プログラム 

 

 

 行政説明 

   「発達障害関係施策について」 

 

    講  師：永山 裕二 氏（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長） 

 

発達障害にかかる教育の現状と課題及び特別支援教育推進体制の状況等にかかる教育施策につ 

  いて、ご説明いただきます。 

 

 

 

 基調講演 

    「発達障害のある子どものへの支援」 

 

    講  師：柘植 雅義 氏（兵庫教育大学大学院学校教育研究科特別支援教育学専攻 教授） 

 

発達障害のある子どもの教育について、校内体制、幼・小・中学校等の学校間連携、更に高等 

  学校・大学への進学や就業にいたる現状と課題について、お話しいただきます。 

 

 

  

 パネルディスカション 

   「地域の学校におけるつながりのある発達障害支援」 

 

地域ぐるみで実施している市の取組や特別支援学校が行っている地域支援の実際例を基に、発 

  達障害支援について意見交換を行います。 

 

 

  （パネリスト） 

    ○ サポートプランを活用した相談支援 ～あかとく相談室 ふらっとあいルームの取組～ 

                   井上 和久 氏（兵庫県立赤穂特別支援学校支援部長） 

    ○ 地域での特別支援教育を充実させるために      

            鈴木 和子 氏（一関市教育委員会学校教育課特別支援コーディネーター） 

 

     司 会      後上 鐵夫   （国立特別支援教育総合研究所教育相談部長） 

 

 

 第 1 分科会 

  「特別支援教室（仮称）」への展望 

 

   小・中学校における特別支援教育体制を推進するためには、特別支援学級や通級指導教室におけ

る柔軟かつ弾力的な対応、通常の学級に在籍する児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応できる 

「特別支援教室（仮称）」の整備、「交流及び共同学習」の推進が不可欠です。 

   本分科会では、平成１６年から取り組んできたプロジェクト研究「小・中学校における障害のあ

る子どもへの『教育支援体制に関する在り方』及び『交流及び共同学習』の推進に関する実際的研

究」 の研究成果を報告すると共に、現行制度の「特別支援学級」と「通級指導教室」の弾力的運用

から展望される「特別支援教室（仮称）」についてフロアの方々と考えたいと思います。 
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  ◇ 研究成果報告 
 

       （報告者） 
               藤本 裕人  （国立特別支援教育総合研究所企画部総括研究員） 
                   田中 良広  （国立特別支援教育総合研究所教育支援研究部総括研究員） 
                   滝川 国芳  （国立特別支援教育総合研究所教育支援研究部主任研究員） 
 

       司 会    後上 鐵夫   （国立特別支援教育総合研究所教育相談部長） 
 

  ◇ パネルディスカション 
 

       （パネリスト） 
                 廣瀬由美子  （国立特別支援教育総合研究所教育支援研究部総括研究員） 
                    中村美津子 氏（上越市立飯小学校教諭） 
                      上松  武 氏（上越市教育委員会学校教育課指導主事） 
 

       司 会    藤井 茂樹   （国立特別支援教育総合研究所教育支援研究部総括研究員） 
 

 

  「自閉症教育の充実をめざして」 
 

   平成１８年度からのプロジェクト研究「特別支援学校における自閉症の特性に応じた指導パッ 
  ケージの開発研究－総合的アセスメント方法及びキーポイントとなる指導内容の特定を中心に－」 
  の研究成果として、①各校の自閉症教育の今後の課題を明らかにする「チェックリスト」、②教 
  育環境の整備に資する「学びを促進するための 11項目」、③教育の中核となる「自閉症教育の７ 
  つのキーポイント」、④キーポイントの活用例として「授業評価・改善シート」、⑤特性に応じた 
  「教育課程の編成」 について報告します。 
   また、 本分科会では、 研究協力校の実際の取組について、具体的な教室環境の工夫、教材・ 
  教具等のセットを準備し、 実際に体験して理解できる場を設け、 キーポイントを活用した各校 
  の取組のエッセンスを紹介します。 
   さらに、 自閉症教育の教育課程の充実に向けたパネルディスカッションを行い、 小・中学校 
  にいる自閉症スペクトラムの子どもたちも視野に入れた今後の課題と展望を明らかにします。 
 

 

  ◇ 研究成果報告 －自閉症教育実践マスターブック（仮称）のエッセンスについて－ 
 

  （報告者） 
                 徳永  豊  （国立特別支援教育総合研究所企画部総括研究員） 
                      内田 俊行  （国立特別支援教育総合研究所企画部研究員） 
                      齊藤 宇開  （国立特別支援教育総合研究所教育支援研究部主任研究員） 
 

       司 会    齊藤 宇開  （国立特別支援教育総合研究所教育支援研究部主任研究員） 
 

 

  ◇ 研究協力校における取組の実際 
 

○ 筑波大学附属久里浜特別支援学校 
○ 東京都立青鳥養護学校久我山分校 
○ 北海道教育大学附属特別支援学校 
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《行政説明》 

 

 

 

                                    

  ◇ パネルディスカッション －今後の課題と展望（教育課程の編成を中心に）－ 
 

  （パネリスト） 
                 石塚 謙二 氏（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 
                                    特別支援教育調査官） 
                      三苫由紀雄 氏（東京都立高島養護学校長） 
                      徳永  豊  （国立特別支援教育総合研究所企画部総括研究員） 
 

       司 会    齊藤 宇開  （国立特別支援教育総合研究所教育支援研究部主任研究員） 
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《行政説明》 

 

 

 

                                    

発達障害関係施策について

（平成20年度予算案等の概要）

文 部 科 学 省

200８．1．２４

1

特別支援教育の対象の概念図

小学校・中学校

視覚障害
聴覚障害
知的障害
肢体不自由

0.83
（約９万１千人）

障
害
の
程
度

重

ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等 ※２

６.3％程度の在籍率
（約６８万人）

通級による指導
視覚障害
聴覚障害
肢体不自由
病弱・身体虚弱
言語障害

通常の学級

特別支援学級

Learning  Disabilities
Attention-Deficit / Hyperactivity  Disorder) 

視覚障害 肢体不自由
聴覚障害 病弱・身体虚弱
知的障害

特 別 支 援 学 校

（※１を除く数値は平成１８年５月１日現在）

病弱・身体虚弱
言語障害
情緒障害

軽

自閉症
情緒障害
学習障害（ＬＤ）
注意欠陥多動性障害（ ＡＤＨＤ）

0.52
（約５万６千人）

0.96
（約１０万５千人）

0.38

（約２０万人）

※１

1.86

（約４万１千人）
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2

校内
委員会

コーディ
ネーター

個別の
指導計画

個別の
教育

支援計画

巡回
相談

専門家
チーム

研修実態
把握

95.8
87.8

74.8
83.6

72.2

60.1

92.5

77.9

49.3

38.5
28.9

18.4 19.9
13.4
8 .7

60.9

51.4
43.5

30.8
22.6
17.8

45.2

0

20

40

60

80

100

％ 小・中学校平均

H18

H17

H16

行政、学校現場の一体となった取組により、年々支援体制の整備が進んでいる。

○学校における支援体制の整備状況（18年度）

文部科学省 平成１８年度幼稚園、小学校、中学校、高等学校等に
おけるLD、ADHD、高機能自閉症等のある幼児児童生徒への教育
支援体制整備状況調査より （調査基準日：平成18年9月1日）

3

校内
委員会

実態
把握

コーディ
ネーター
の指名

個別の
指導計画

個別の
教育
支援計画

研修専門家
チーム

巡回
相談

32.7

96.3
94.7

25.2

62.2

86.8

76.5

29.4

29.4

93.3
90.9

18.5

18.0

42.3

30.2

3.6

10.5

20.9
17.6

3.2

60.4

66.0

49.8

19.7

35.6
33.4

25.1

8.7

56.3

50.3

36.3

14.7

0

20

40

60

80

100％ 幼稚園

小学校

中学校

高等学校

幼稚園、小学校、中学校、高等学校別の状況 （平成１８年度）

●幼稚園・高等学校の体制整備を一層推進する必要がある。

●小・中学校の校内体制は整備されつつあるが、支援計画等の作成状況から、
一人一人に応じたきめ細やかな支援を一層推進する必要がある。

●教員研修を一層推進する必要がある。



－�－

4

平成20年度予算案等について（発達障害関係）

(1)発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業（新規）

(2) 発達障害教育情報センター（新規）

(3) 発達障害早期総合支援モデル事業

(4) 高等学校における発達障害支援モデル事業

(5) 教育条件の整備

・教職員定数の改善

・外部人材の活用（非常勤講師）

(6) その他の予算事項

(7) 特別支援教育支援員（地方財政措置）

5

発達障害支援・特別支援教育の充実 （平成２０年度予算案の概要）

●発達障害教育情報センターの新設

3,300万円

独）国立特別支援教育総合研究所に新設
・教材等の情報をＷＥＢで提供
・教員研修用講義をＷＥＢで配信
・発達障害支援機器の研究

特別支援教育支援員の増員

（地方財政措置 小・中学校）

250億円→360億円

教員の増員
小中学校の発達障害のある児童生
徒に対する通級による指導の充実

171人の増員

幼・小・中・高校

特別支援学校

●発達障害等支援・特別支援
教育総合推進事業（新規）

●発達障害早期総合支援モデル事業（拡充）

・モデル市町村を追加指定

（１０地域→２０地域）
5,000万円→１億3,000万円（2.4倍）

●高等学校における発達障害
支援モデル事業（拡充）
・モデル高校を追加指定
（１０校→２０校）

2,100万円 →5,100万円（2.4倍）

助言・援助の旅費

・４７都道府県に対し、100％国の予算で実施

・教員研修の充実（幼～高の教員研修の拡充とともに、
校長や支援員の研修を新設）

・医師等の専門家による巡回相談の充実
延べ１万1,000校分（19年度比２倍）

・学生支援員（教員養成大学）の派遣 延べ3,300人分

・幼児期から就労まで一貫した支援を行う「グランドモデ
ル地域」を新規指定
・地域における理解・啓発経費を新たに計上
・特別支援学校の小中学校支援（ｾﾝﾀｰ的機能）のための
旅費を新たに計上

1.9億円→５億円（2.6倍）

●特別支援学校等の指導充実事業（拡充）

PT,OT,ST等の外部専門家活用など １億円

巡回相談員

巡回相談員

学生支援員

特別支援教
育支援員

教員の増員

保護者への
支援

特別支援教育コー
ディネーター

特別支援学
校教員の助
言・援助

情報提供

事業予算の合計 ： 3.4億円 → 8億円（2.4倍）

（21,000人）→（30,000人）

（ｾﾝﾀｰ的機能）
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(１)発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業（新規）

発達障害を含む全ての障害のある幼児児童生徒の支援のため、各種教員研修、外部専門家の巡回・派遣、厚労省との連携による
一貫した支援を行うモデル地域の指定などを実施することにより、学校（幼小中高特）の特別支援教育を総合的に推進する。

文 部 科 学 省 厚生労働省連携

教育
労働

その他

福祉

医療

保健

教員研修外部専門家（医師・大学

教員・心理士等）による学
校への巡回・派遣指導

相談支援ファイルの活用
（保護者が持ち関係者間で一
貫した情報を共有）

地域住民への
理解・啓発

発達障害教育情報センター発達障害教育情報センター
（（独）国立特別支援教育総合研究所に設置）（（独）国立特別支援教育総合研究所に設置）

特別支援学校特別支援学校
（センター的機能）（センター的機能）

特別支援連携協議会
（教育と福祉ネットワークの
協働）

保健、福祉、医療機
関との連携協議会

グランドモデル地域グランドモデル地域（厚生労働省と連携）（厚生労働省と連携）
【【乳幼児期から成人期に至るまで一貫した支援乳幼児期から成人期に至るまで一貫した支援】】

特別支援教育推進地域特別支援教育推進地域

学生支援員の活用

４７都道府県に委嘱

学校（幼・小・中・高・特）における特別支援教育が総合的に推進される

地域支援事業、
就労支援事業等

校内研修に活用できる
講義コンテンツの配信

など

発達障害者
支援ｾﾝﾀｰ

ハローワーク
など

発達障害情報
センター
（厚労省H19～）

連
携

（厚労関係機関からの支援）

発達障害支援機器
の実践的調査研究

教員養成大学等の学生
による学校の支援

幼稚園・高等学校を含め、
学校への助言・援助機能
を強化。

幼・小・中・高の教員、管
理職、支援員、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ
等への研修に拡充

平成20年度予算額（案）503,052千円

7

(2)発達障害教育情報センター（新規）

●教員が発達障害のある児童生徒に適切な指導・支援を行うための情報が、学校現場には不足している。
●教員研修をさらに推進するために、校内研修や個人のスキルアップを支援したいが、研修会に行きにくい。
●発達障害に有効な支援機器の使用・開発が諸外国に比べ遅れており、その有効性の検証や情報提供が求められている。

●海外の日本人学校の障害児支援が求められている。 → 国としての教育情報提供のキーステーションが必要！

平成20年度予算額（案） 32,552千円＜背景＞

（独）国立特別支援教育総合研究所に設置

■ＨＰによる発達障害関連情
報の提供
教材情報、外部専門家、専門機関情報、
図書、ビデオ、研究報告等の最新情報を
ＨＰで提供

■教員研修用講義コンテンツ
の配信
発達障害など各障害種に対応した支援、
指導に関する講義等をＨＰで配信

■発達障害に関する
総合的調査
教育施策を行う上での参考
となる基本情報の収集

■発達障害の支援機器の使用に
関する調査研究・情報提供
ＩＣＴを活用し、支援や指導に有効な機器
の使用に関する実践的研究、機器情報を提供

■ＷＥＢを活用した
相談支援・本人支援
支援依頼者がＷＥＢ上で相談
に関する情報を得る

■海外の日本人学校関
係者への支援
テレビ電話やＷＥＢ等を活用し、

海外の学校関係者等を支援

■発達障害に関する理解
啓発
発達障害に関する教育関係者や

子ども、一般市民への理解・啓発

発達障害教育情報センター発達障害教育情報センター
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(3)(3)発達障害早期総合支援モデル事業発達障害早期総合支援モデル事業

モ デ ル 地 域 （２０地域）

早期総合支援モデル地域協議会（仮称）

医療教育 保健

スムースな移行

小学校、幼稚園等

すくすく教室 など 教育相談会・講演会
・教育相談の実施

・教育的な指導の実施

・関係機関による教育相談の実施

・保護者に対する情報提供

＜その他の実践研究例＞ ○５歳児健診実施地域における福祉と教育の連携

○発達障害者支援センターと教育の連携 ○幼稚園・保育所の教職員への理解啓発

早期発見
早期支援の広がり

発達障害のある就学前の幼児について、早期からの十分な支援体制を構築する必要がある。
（発達障害者支援法に国の責務として明記されている。）

【課 題】

保育

(平成１９年度予算額 50,807千円)
平成２０年度予算額（案） 122,964千円

幼児保護者

文
部
科
学
省

福祉＋

委嘱

厚
生
労
働
省

連
携

相談 支援

9

文部科学省

厚生労働省

連携

委嘱

教育
労働

その他

福祉

医療

保健

・ソーシャルスキル指導

・授業、教育課程の工夫

・教員の理解啓発

・就労支援 など

都 道 府 県 等 （私立、国立も対象）

広域特別支援連携協議会

発達障害への支援の
在り方、モデル

研究委員会

小・中学校、特別支援学校
医療機関、福祉施設

ハローワーク

・センター的機能による指導、
助言

・通級指導、特別支援学級担
当教員による指導、助言

大学、教育センター
・臨床心理士、作業療法士等の
専門家の派遣

・大学教員等の専門家の派遣

・教員への理解啓発、研修の支援

(4)(4)高等学校における発達障害支援モデル事業高等学校における発達障害支援モデル事業

・就職支援情報の提供

・職業相談の実施 ★

発達障害のある高校生のために、支援体制を強化する必要がある。
（発達障害者支援法に国の責務として明記されている。）

【課 題】

高等学校
モデル校
（２０校）

★厚労省事業

「若年ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝ要支援者就職
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」とも連携

・発達障害者支援センターとの連携

(平成１９年度予算額 21,121千円)
平成２０年度予算額（案） 51,071千円
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「ワクワク子育て 家庭教育手帳 小学生（低学年～中学年）編 －東京都版－ 文部科学省」より抜

13

・学校、労働関係機関、企業等の連携・協力の下、職業教育の質的改善、新たな職域開拓や現場実習の充実など、特別支援学校高等部生徒
の職業自立を推進するための実践研究を実施する。

○特別支援教育研究協力校

○職業自立を推進するための実践研究事業

○ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ等の外部専門家を活用した指導方法等の改善に関する実践研究事業

特別支援学校等の指導充実事業

特別支援学校等における障害の重度・重複化、多様化などの喫緊の課題に対応し、自立と社会参
加に向けた指導の改善を図るための施策を総合的に行う。

（平成19年度予算額 72,085千円） 平成20年度予算額（案） 100,086千円

職業自立推進会議

就労サポーターの派遣

現場実習実践マニュアルの作成

企業等の意向の把握及び理解啓発

特別支援学校とハローワークが共同で職場
開拓
地域の就労ボランティアバンクの作成

９都道府県教育委員会

・特別支援学校や小・中学校等の特別支援教育に関する教育課程の編成又は学習指導の方法等について実践研究を行う。

研究協力校 １８校

指定

障害の特性に対応した効果的な指導内容・方法に関する研究

障害の重度・重複化、多様化に対応した教育に関する研究

小・中学校等において、発達障害を含めた障害のある児童生
徒等への指導に関する研究

共生社会を目指した障害者理解の推進に関する研究

指定

特別支援学校
活用

ＰＴ（理学療法士）

身体機能面の評価
運動機能の改善・向上についての指導

・特別支援学校において、ＰＴ，ＯＴ，ＳＴ等の外部専門家を活用し、医学的、心理学的などの専門的な視点から指導方法等の改善等について

、モデル的な実践研究を実施する。

活用

ＯＴ（作業療法士）

ＡＤＬ（日常生活動作）の 評価

日常生活、作業活動の改善に役立つ
教材の製作

その他の専門家

心理学の専門家
専門の医師等

８都道府県教育委員会

活用
活用

ＳＴ（言語聴覚士）

ことばの発声・発音の評価
人工内耳を装着した児童生徒の聞こ
えの評価・改善

指定

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

教員と協力した指導の改善

校内研修における専門的な
指導

○

○
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特別支援教育支援員配置状況

0

5000

10000

15000

20000

25000

平成17年度 平成18年度 平成19年度

人
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全公立小・中学校
設置数（32,570校）
の約70％
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パネルディスカッション「地域の学校におけるつながりのある発達障害支援」 
 

○サポートプランを活用した相談支援 －あかとく相談室 ふらっとあいルームの取組－ 
 

兵庫県立赤穂特別支援学校支援部長 

井 上 和 久 
 

１ はじめに 

本校は兵庫県の西南端に位置する人口 5万 1千人の赤穂市に 1976年知的障害養護学校として創
立し、昨年度 30周年を迎えた。今年度、赤穂特別支援学校として校名変更し、小学部、中学部、
高等部、79名の児童生徒が在籍している。
本校は特別支援学校として地域のセンター的な役割を果たすため、平成 17年度から相談機能の
整備に取り組んだ。まず初めに、就学に関する相談であった教育相談を、地域の特別支援学級の

児童生徒や就学前からの発達障害等の子どもと保護者、

担任等への相談に広げた。次に、平成 18 年度の支援部
設置とともに、専任教員 1名を配置し、地域の保育所、
幼稚園、小中学校への巡回相談を開始した。そして今年

度は、教育相談室ふらっと・あいルームを新設し、専任

教員を 2名配置して、地域の特別支援教育の相談センタ
ーとしての取組を進めている。

２ あかとく相談室ふらっと・あいルームの取組 

（１）相談支援のスタンス

 本校の相談支援のスタンスは、①地域の子ども、保護

者、教師等のニーズに対応した支援を行う②保護者・本

人や教師と共に考える③子どもの実態を詳しく知り、実

態に基づいた具体的な支援方法を提供する④支援方法

を改善していくというものである。

（２）相談支援の形態

 来校による相談、学校等を訪問する相談については、

電話によって日時を決めて行っている。来校による相談は、月曜日から金曜日に午前 1 回、午後
3回行っている。
（３）相談支援の流れ

来校による相談支援については、子どもの実態把握のため保護者に子ども同伴で来校していた

だき、その後、保護者に説明の上サポートプランを提供している。必要に応じて担任教師や特別

支援教育コーディネーターへの相談も行っている。

（４）来校による教育相談の内容

 相談は 1 回 1 時間程度で、1 名または 2 名の専任教員が対応している。子どもの実態把握のた
めの観察や検査と保護者へのカウンセリングを行っている。

（５）サポートプラン

 サポートプランは、教育相談による観察や検査及び保護者や教師からの情報等による実態把握

図１ 相談支援の流れ 

サポートプラン
の提供

保護者の
希望

来校による教育相談

（３～４回）

保護者から℡による相談

来校相談の予約

保護者の希望

相談の継続 プランの改善

サポートプランの提供

ふらっと・あいルーム

学校等からの依頼

学校等へ巡回相談

（観察、聞き取り）

アドバイス

資料提供

学校等

必要に応じて
来校相談を紹介
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をし、具体的な支援方法を文書で提供している。子育

てでの活用だけでなく、幼稚園や小学校などでの「個

別の指導計画」作成にも活用していただいている。家

庭と学校との連携した支援が円滑に実施されるための

ツールとしての役割を持つものと考えている。

（６）相談室利用者について

平成 19 年度には 113 名の子どもが来校した。現在
82名が相談継続中である。12月末までの来校相談件数
が 474件、サポートプランは 51回提供した。
３ 赤穂市及び学校等との連携 

（１）赤穂市との連携

 発達障害者等の支援のため赤穂市が設置している、

赤穂市特別支援連携協議会「赤穂市就学のための教育

連携連絡会」に関係機関として参加し、情報共有を図

っている。

（２）保育所、幼稚園、小中学校との連携

学校コンサルテーションによる連携を行っている。

主な支援の内容として、①子どもを観察しての助言②

校内委員会での助言③研修会での特別支援教

育に係る講義④担任や特別支援教育コーディネータ

ーへの助言である。サポートプランを活用したコンサ

ルテーションとしては、保護者の同意の下、担任等へ

サポートプランを説明・提供し、具体的な支援方法

や個別の指導計画作成について助言を行っている。

（３）幼児期からの一貫した支援の構想

 幼稚園等でサポートプランを活用した「個別の指導

計画」を作成することにより、「個別の指導計画」に

よる幼稚園から小学校、小学校から中学校への支援の

継続を試みている。

４ おわりに 

サポートプランを提供する相談支援を始めて 2年あ
まりになる。子どもの実態把握、集団場面や学習面で

の具体的な支援方法など、本校が提供する支援を学校

等で活用していただいている。しかし、相談件数の増加、保護者・本人や学校からの多種多様な

ニーズへの対応、学校・保護者・本校での支援のために必要な情報の共有方法など課題が多い。

今後は、担当者の専門性の向上、関係機関とのより密な連携が必要となる。

 

お子様の状態
１ 認知の状態
・目で見たことをそのまま覚えることは得意です。
・耳で聞いたことをそのまま覚えることは苦手です。
・形をイメージして組み立てるのは苦手です。
２ コミュニケーションの状態
・身近なものの名前や用途が理解できます。
・文章で伝えるたり状況を理解して、言葉で表現することが苦手です。
３ 理解の状態
・大小、多少、長短、重軽、簡単な色の理解ができます。左右の理解はあいまいです。
・５までの数字と物との対応ができます。

支援について
１ 集団場面などでは以下の支援が考えられます。
・今日の活動の予定を絵カードなどで視覚的に理解できるように提示しましょう。
（一日の予定表の例）

２ 学習の支援では以下の内容が考えられます。
○数の理解学習の例

同じ物の比較（うさぎとうさぎ）→
違う物の比較（えんぴつとうさぎ）→
混合した物の比較
実物を数えながら数字と一致させる。 と５ など
数字の大小比較を行う。「6と5はどっちが大きい？」
5の固まりを理解する。 「あといくつ持ってきたら5個になるの？」
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図２ サポートプランをツールと
した支援の流れ 

図３ サポートプランの様式 

表 1 平成 19年度月別の来校による相談件数、
サポートプラン提供数  



サポートプランを活用した
相談支援相談支援

～あかとく相談室 ふらっと・あいルームの取組～

兵庫県立赤穂特別支援学校

支援部 井上 和久

兵庫県赤穂市

兵庫県の西南端
岡山県との県境
人口：5万1千人あまり

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

〔赤穂市ＨＰより〕

兵庫県立赤穂特別支援学校

赤穂市の西部
南は穏やかな瀬戸内海

周囲を緑に囲まれた
自然豊かなところ

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

1976年創立（昨年創立30周年）
知的障害

小・中・高等部
児童生徒数 ７９名

• 教育相談リーフレットの作成

• 発達障害の子どもを対象にした教育相談の開始

相談機能の整備

平成17年度

支援部 専任 名

平成18年度

ご案内

兵庫立赤穂養護学校

• 支援部の設置（専任1名）

• 地域の学校等への巡回相談の開始

平成19年度

• 特別支援教育コーディネーターの指名（3名）
うち専任２名が教育相談担当

• 教育相談室（ふらっと・あいルーム）の新設

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

あかとく相談室 ふらっと・あいルーム

玄関前

待合い

玄関 スペース

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

あかとく相談室 ふらっと・あいルーム

ロッカー

観察
スペース

机

机
ロッカー

入
り
口

カウンセリング
スペース

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ
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相談支援のスタンス

• 地域の子ども、保護者、教師等の

ニーズに対応した支援方法を提供する

• 保護者、教師等と共に考える

ども 実態を詳 く知• 子どもの実態を詳しく知る

• 子どもの実態に基づいた具体的な支援方法
（役立つもの）を提供する

• 支援方法を改善していく

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

相談支援の形態

学校等 の巡回による相談（予約制）

＊ 来校による相談（予約制）

月曜日～金曜日（1回1時間程度）

時間帯 （10:30～ 13:30～ 15:00～ 16:30～）

保護者または学校等からの電話により予約

＊ 学校等への巡回による相談（予約制）

学校等（特別支援教育コーディネーター等による

連絡調整）からの要請により訪問

＊ 電話相談

月曜日～金曜日（８：３０～ ）

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

相談支援の流れ

来校による教育相談

保護者から℡による相談

来校相談の予約

ふらっと・あいルーム

学校等からの依頼

学校等へ巡回相談

学校等

必要に応じて
来校相談を紹介

サポートプラン
の提供

保護者の
希望

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

来校による教育相談

（３～４回）

保護者の希望

相談の継続 プランの改善

サポートプランの提供

（観察、聞き取り）

アドバイス

資料提供

サポートプランとは

支援方法を保護者（学校等）に文書で提供

教育相談を通して

聞き取り 実態把握

・現在の発達の状態、課題の把握
・生活や集団場面での配慮や支援の方法
・学習等の支援の具体例

家庭での子どもの理解や配慮への活用
幼稚園・小中学校の「個別の指導計画」への活用

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

来校による教育相談の内容

子どもの実態把握

• 相談室や自立活動室等でのあそびや

学習の様子、会話の様子の観察

• ノートや絵などの作品、過去の検査等の情報

• 検査の実施（新版K式 ＷＩＳＣ-Ⅲ Ｋ－ＡＢＣ ＩＴＰＡ 等）

保護者へのカウンセリング

• 子どもの様子や保護者の困って

いることなどの聞き取り

• 具体的なアドバイスの提供

• 検査の実施（新版K式、ＷＩＳＣ Ⅲ、Ｋ ＡＢＣ、ＩＴＰＡ 等）

車を見たら鉄砲玉
のように飛び出し
ていました

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

お子様の状態

１ 認知の状態
・目で見たことをそのまま覚えることは得意です。
・耳で聞いたことをそのまま覚えることは苦手です。
・形をイメージして組み立てるのは苦手です。
２ 言語や社会性の状態
・身近な物の名前や用途が理解できます。
・文章で伝えたり状況を理解して、言葉で表現することが苦手です。
・大小、多少、長短、重軽、簡単な色の理解ができます。左右の理解はあいまいです。
・５までの数字と物との対応ができます。

支援について

サポートプランの様式

１ 集団場面などでは以下の支援が考えられます。
・今日の活動の予定を絵カードなどで視覚的に理解できるように提示しましょう。
＜一日の予定表の例＞

２ 学習の支援では以下の内容が考えられます。

＜ 数の学習の例＞
同じ物の比較（うさぎとうさぎ）→
違う物の比較（えんぴつとうさぎ）
混合した物の比較
実物を数えながら数字と一致させる。 と５ など
数字の大小比較を行う。「6と5はどっちが大きい？」
5の固まりを理解する。 「あといくつ持ってきたら5個になるの？」

 

検査結果
とともに

説明の上、
提供して
います。

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ
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2007年度 相談室利用者の内訳

相談利用者 113名（12月末現在 継続中82名）

＊ 就学前在宅幼児11名 ＊保育所・幼稚園児 33名

＊小学生67名(通常級33名） ＊中学生 2名

診断を受けている子ども 61名(54%)
（相談後診断された ども 名）（相談後診断された子ども9名）

＊ＰＤＤ 31名（HFPDD 15名） ＊ＭＲ 18名

＊ダウン症 5名 ＊ADHD 2名

＊ＬＤ 1名 ＊ＣＰ 5名 等

サポートプラン提供者 ８７人（昨年提供を含）

＊幼稚園や小学校等に提供した回数 ８５回

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

２００７年度

40
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60

70

80

サポートプラン提供

件
数

月別相談支援件数と
サポートプラン提供件数

来校相談 474件 サポートプラン提供 51件

0

10

20

30

40

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

来校相談

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

サポ トプランの例サポートプランの例

＊保護者・幼稚園からの情報

・言葉の遅れはない。

・集団での指示が通りにくい。

・絵本などを見るときうろうろする。

・マークへのこだわりがある。

幼稚園年少に在籍する男の子の場合

＊相談室での様子

・電車のおもちゃ遊びは長時間続く。

・スクールバスへの飛び出しがある。

・自分の興味のあることをよくしゃべる。

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

きょうはおいしゃさんに
はをみてもらいます

・ことばに加えて、目で見える支援などを
しましょう。

・行動の切り替えがうまくいくように

事前に予告をしましょう。

集団場面などでは以下の支援が考えられます。

１ えほん

事前 予告を ま ょう。

「絵本を読んだあとで外で遊びます。」

・具体的な言葉かけをしましょう。

「もう少しがんばろうね。」

→「先生が10数えるまで、座ろうね。」

・全体で話をするときには、個別に声かけもしましょう。

・教師が見本を見せて適切な行動を覚えさせましょう。

「手はお膝、口はチャック。」

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

２ あそび

３ ・・・
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簡単な事の流れ（～だから～する、～したから～になった等）
を理解し、ことばで表現できるようにしていきましょう。

学習では、以下の支援が考えられます

＊ 言葉の概念を広げ表現力を養うあそび

＜学習の例＞

①『男の子が（砂場で）バケツに砂を入れています』
②『(砂がいっぱい入ったので、)バケツをひっくり返したよ』
③『バケツをとると、砂山ができたよ』

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

＊保護者・小学校からの情報
・算数がとても苦手である。

・計算は指を使って数える。

・周囲の状況を見て行動することができにくい。

・身の回りの整理ができにくい。

小学校4年生の通常学級に在籍する女児

＊相談室での様子
・注意が続きにくい。

・会話の話題がとぶ。

・自分の興味のあることを一方的にしゃべる。

・言葉の意味理解が十分できず誤った行動をする。

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

Ｋ・ＡＢＣ心理・教育アセスメントバッテリー

得 点 プ ロ フ ィ － ル 図

継次処理
評価
点

3.手の動作 9

5.数唱 11

7.語の配列 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

同時処理
評価
点

1.魔法の窓

2.顔さがし

4.絵の統合 8

6.模様の構成 8

8.視覚類推 7

9.位置さがし 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

Ｋ・ＡＢＣ心理・教育アセスメントバッテリー

得 点 プ ロ フ ィ － ル 図

習得度
標準
得点

10.表現ごい

11.算 数 68

12.なぞなぞ 80

13.ことばの読み 92

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

14.文の理解 77

総合尺度
標準
得点

継次処理 100

同時処理 82

認知処理過程 89

習得度 77

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

（例）分数の学習

① まず複数を同数に分けることから学習していく。
・おはじきなど具体物を使って 表の上におきながら分ける。

・ことばで説明 する。
「 ６個を二人で分けると一人は３個ずつになる」
「式は６÷２＝３」

Aさん ○ ○ ○

Bさん ○ ○ ○

算数の学習では、以下の支援が考えられます

② 次に一つのものを同数に分けることを学習する。
・ピザの写真等を見て形をイメージさせ、コンパスを使って円を描く。

＊鉛筆でいろいろな線を引き、切り抜いて重ね合わせる
＊円の中心を通る直線を引くことに気づく

・ことばで説明する。
「一つを二つに分けることを『1/2にする』という」

次は１枚のピザを４人で分ける

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

子どもの困ったことの軽減
自尊心、自己効力感のアップ

家庭と学校等が
共通理解のもと
連携した支援

サポートプランをツールとした支援の流れ

赤穂特別支援学校

ふらっと・あいルーム

家 庭保育所 幼稚園
小学校 中学校

連携

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ
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赤穂市及び学校等との連携赤穂市及び学校等との連携

赤穂市就学のための教育連携連絡会

赤穂市に在住する教育上配慮を必要とする子どもの

円滑な就学等への対応を図るため、保育所、幼稚園、

小学校、中学校及び関係機関が連携して定期的に

赤穂市の取組

情報交換するシステムのあり方について検討する。

特別な教育等の支援が必要な児童等の調査

支援方法の検討

支援体制の整備の検討

※ 具体的な情報交換や協議は中学校区ごとに実施

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

赤穂市就学指導委員会

赤穂中学校区

小学校幼稚園
中
学
校

中
学
校

中
学
校

中
学
校

高等学校 等
各種医療機関
主任児童委員

赤穂市就学のための教育連携連絡会

赤穂市における特別支援教育の連携組織図

城
西

保育所

校
区

校
区

校
区

赤穂市健康福祉部
あしたば園（療育事業）

健康福祉事務所

校
区

赤穂市教育委員会・教育研究所

県立赤穂特別支援学校
支援部

姫路こども家庭センター
関西福祉大学
ハローワーク 等

赤穂精華園

中学校

西
小
学
校

教育と福祉の連携による支援体制
国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

児童数 461人

知的障害児学級１クラス

情緒障害児学級１クラス

通級指導教室 １クラス

赤穂市立城西小学校

赤穂城趾を校区に持ち 「子ども義士物語」上演等赤穂城趾を校区に持ち、「子ども義士物語」上演等、

義士教育が盛んである。

赤穂市の特別支援教育推進の拠点校として、５年前から

校内体制の整備に取り組み、昨年度から学校生活支援教員

が配置され通級指導を開始した。

特別支援学級在籍児童を含む、17名が本校の来校による相談
を利用している。

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

城西小学校の取組

校内支援委員会
10名で構成

校内支援全体会

関係機関

特別支援学級担任

学校生活支援教員
(特別支援教育コーディネーター)

通級による指導
支援地域の巡回による指導

• 支援が必要な児童に関する理解と情報共有

• 個別ファイル・個別の指導計画の作成

• 講師を招聘した研修による教師の意識の向上

• 保護者への連携と支援

支援地域の巡回による指導

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

学校コンサルテーションによる連携

サポートプランをツールとしたコンサルテーション

• 担任等へのサポートプランの説明と提供
• 「個別の指導計画」作成のアドバイス

• 保育所・幼稚園児についての情報提供とアドバイス
• 中学校への支援の継続についてのアドバイス中学校への支援の継続についてのアドバイス

その他のコンサルテーション

• 特別支援教育コーディネーターへのアドバイス

• 校内研修会での「発達障害の理解と対応」等の講義

• 全職員参加の校内会議でのアドバイス

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ
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サポートプランをツールとした継続支援構想

赤穂特別

城西小学校保育所、幼稚園 支援の継続

個別の指導計画

サ

個別の指導計画の作成 個別の指導計画の作成

支
援
の
継

個
別
の
指改善 サ

他機関

赤穂特別

支援学校

ふらっと・

あいルームあしたば園
（市療育事業）

連携

中学校
提供

サ

サ
サポートプラン

作成

幼児期から関係機関が連携し継続した支援の実現

個別の指導計画の作成

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

継
続

指
導
計
画

改善 サ

• 相談件数の増加と多種多様なニーズに

対応した支援の継続

• 個人情報の保護と

学校等への役立つ情報やアドバイスの提供

今後の課題

学校等への役立つ情報やアドバイスの提供

• 学校等と保護者が連携していくための

サポート

• 中学校・高等学校への支援

• 地域のセンター校としての専門性の向上

国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ
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地域での特別支援教育を
充実させるために

一関市教育委員会学校教育課

特別支援コーディネーター
言語聴覚士 自閉症スペクトラム支援士

鈴 木 和 子

一関市の概要（平成１９年度）

• 人口 １２万５千人

• 面積 １，１３３k㎡
• 小学校 ４１校 児童数６，７３９人

特別支援学級 知的 １９教室

情緒 １１教室

難聴 ２教室

通級指導教室 ＬＤ等 １教室

言語 １０教室

• 中学校 １９校 生徒数３，６２８人

特別支援学級 知的 １０教室

情緒 ４教室

難聴 １教室

一関市の概要（平成１９年度）

• 特別支援学校

一関養護学校（病弱）

一関聾学校（聴覚）

• 高等学校

県立高等学校 ６校

私立高等学校 ２校

定時制（県立） １校

通信制（私立） １校

• 短大など

工業高等専門学校 １校

短期大学 １校

一関市の概要（平成１９年度）

• 公立幼稚園 １０園

• 私立幼稚園 ８園

• 公立保育園 ２７園

障害児保育指定 １園

障害児保育専門員 ３名

• 私立保育園 １５園

障害児保育指定 １園

• 幼児ことばの教室 ３教室

一関市特別支援教育推進事業

• 特別支援教育コーディネーターの指名

小学校、中学校、高等学校、公立幼稚園

公立保育園も行う予定

• 校（園）内委員会の設置

• 専門家チームの設置

• 巡回相談員の指名

• 特別支援コーディネーターの配置

平成１５年度から１７年度は文部科学省指定

平成１８年度より市単独事業

一関市特別支援教育推進事業の
キーワード

人と人をつなぐ

事業と事業をつなぐ

事業と人をつなぐ

つなぐ
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時間と共に変わる支援と
変わらない支援

就労期

大学期

高等学校期

中学校期

小学校高学年期

小学校低学年期

乳幼児期

変化する
関わる人と
関わる機関

変化しない
支援ツール

時間と共に変化する
支援内容

地域で共に暮らすために

支援と自立

支援者 当事者

自立

支援

時
間
・
成
長

地域にはどんな機関があり

どんな人達がいるのか

地域資源を知る

１、保健（保健センター事業）

・乳幼児健診・・・早期発見の場

・総合巡回相談・・県の療育センター、児童相談所と

のつながり

・遊びの教室・・・・・子育て支援、プレ療育教室

・遊びの広場・・・・・プレ療育教室

・発達支援相談・・・特別支援教育の専門家チームの

役割を担う

・家庭訪問・・・・・・・家庭との繋がり

地域資源を知る

２，福祉（保育園・早期療育事業）

・障害児保育

・障害児保育専門員の配置

・かるがも教室（障害児早期療育事業）

・さくらんぼ教室（障害児早期療育事業）

・一関児童相談所 相談、検査

・学童クラブ

地域資源を知る

３、医療

岩手県立南光病院（精神科）

精神科、心療内科、小児科など

＊精神科に限らず、小児科のＤｒでも

発達障害について理解のある先生と

つながる
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地域資源を知る

４、教育

・特別支援教育推進事業

専門家チーム相談会

巡回相談

特別支援教育講演会

・特別支援学級

・通級指導教室（きらきら教室、ことばの教室）

・特別支援学校・・・センター校としての役割

・特別支援学校分教室の開設（ハピきら学級）

・幼稚園での取り組み・・遊びの会

地域資源を知る

５、労働

法人会の相談事業

各作業所の事業

就労の体験

地域資源をつなぐ

１、それぞれの事業内容をよく知る

２，関わる人をよく知る

３、事業、人の重なり合いをつくる

・ 一緒に行える事がないか考える

・ 一つの事業を一つの内容で終わらせない

・ やってみて良ければ次へつなぐ

地域資源をつなぐ

• 重なり合いながらも、それぞれの事業として
成り立つこと、それぞれの独立した事業があ
り役割を分担できることが大切

• 人と人とのつながりをいかにシステム化でき
るか、人が変わっても続けられる支援体制が
構築できるかが課題

つないでくれる人がいる安心
つながれる人がいる安心

今ある事業をつなぐことで

新たな取り組み（システム）をつくる

つながった事業

• 特別支援教育推進事業
巡回相談

専門家チーム相談会

講演会、学習会

• 学校不適応事業と特別支援事業の重なり

• 幼稚園での個別指導・・遊びの会
• 幼児期の会議の同時開催
• 発達支援相談会と就学相談
• かるがも教室と就学相談 など
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他にもある地域の活動

• ＮＰＯ団体
＊レスパイトハウス・ハンズの活動

・児童ディサービス（リトルハンズ）

・余暇支援

＊えぇ町つくり隊の活動

・えぇ町探検隊（地域でお買い物）

・海水浴、キャンプの実施

・講演会

・ポスター作成

他にもある地域の活動

• 研究会・勉強会
＊ＩＳＳＮＥ（岩手県南特別支援教育研究会）

土曜日の教室（月１回）

抄読会（月１回）

＊東磐井地区特別支援教育勉強会

勉強会（月１回）

他にもある地域の活動

• 地域のボランティア
特別支援学校ボランティア講座

特別支援学校分教室のボランティア

子育てサポーター

子育て支援事業

他にもある地域の活動

• 親の会の人々
ほおずきの会の活動（自閉症）

エンジェルハーツの活動（発達障害）

ポケットの会の活動（重度心身障害）

手をつなぐ親の会の活動（知的障害）

ことばをはぐくむ親の会の活動（言語障害）

隙間を埋める活動

＊ＩＳＳＮＥの活動

土曜日の教室・・・リトミック

ムーブメント

ソーシャルスキル

抄読会・・・定期的な学習会

（研修会の機会の増加）

スキー教室の開催・・・地域の方を講師に

登山計画・・・・・・・・・・・地域の方を講師に

隙間を埋める活動

• 東磐井地区特別支援教育勉強会（月１回）
東磐井地区の公立保育園長会が主催

研修会の機会の増加
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隙間を埋める活動

＊えぇ町つくり隊の活動

えぇ町探検隊・・・地域でのお買い物

キャンプ・・・ボランティアの育成

ポスターの作成・・・・一般市民への周知

講演会の開催・・・・一般市民への周知

隙間を埋める活動

＊えんじぇるはーつの活動

小旅行の開催

キャンプ、お泊まり会の開催

地域で支える特別支援 学校の中の体制

• 学校体制で望む支援（役割分担）
• 学級全体で取り組む支援（担任）
• 学級の中での個別支援（ＴＴ、小集人数指導）
• 取り出しの個別支援（通級、サービス通級、

個別指導）

校内でのつながり

子ども、保護者の支援に関わる人は？

・担任

・少人数指導員、ＴＴの教員、同楽団の教員

・通級指導教室教員

・特別支援学級教員

・担任外の教員、管理職

・養護教諭

・適応相談員など

・クラスメイト

・他

校内でのつながり

校内で担任を支えてくれる人は？

・特別支援教育コーディネーター

・教務

・同僚の教諭

・管理職

・養護教諭

・特別支援学級担任、通級指導教室担任など

・他
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校外とのつながり

校外で担任を支えてくれる人は？

・特別支援コーディネーター
・特別支援学校教諭
・子どもの主治医
・研究会
・専門家
・家族・友人
・他

校外とのつながり

校外で子どもや保護者を支えてくれる人は？

・親の会

・子どもの主治医

・ＮＰＯ法人、その他の団体

・友人

・他

学校を支える取り組み

学校を支える取り組みは？

・引継会の開催

・入学式練習の取り組み

・学校サポーターの配置

・巡回相談の実施

・専門家相談会の実施

・カンファレンス

一関市特別支援教育の
もう一つのキーワード
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第１分科会 「特別支援教室（仮称）」への展望 

第１分科会のスケジュール 

10：00～10：15  研究成果報告 

 

〔報告者〕 
           藤本 裕人  （国立特別支援教育総合研究所企画部総括研究員） 
             田中 良広  （国立特別支援教育総合研究所教育支援研究部総括研究員） 
            滝川 国芳  （国立特別支援教育総合研究所教育支援研究部主任研究員） 
 

  司会   後上 鐵夫   （国立特別支援教育総合研究所教育相談部長） 

 

 

12：00～13：00  昼食・休憩 

 

 

13：00～16：00  パネルディスカション 
 

  （パネリスト） 
           廣瀬由美子  （国立特別支援教育総合研究所教育支援研究部総括研究員） 
           中村美津子 氏（上越市立飯小学校教諭） 
           上松  武 氏（上越市教育委員会学校教育課指導主事） 
      藤本 裕人  （国立特別支援教育総合研究所企画部総括研究員） 
  
   司会  藤井 茂樹   （国立特別支援教育総合研究所教育支援研究部総括研究員） 
 

 

 

 

 



第一分科会 「特別支援教室（仮称）」への展望

プロジェクト研究成果報告（１・２）
小・中学校における障害のある子どもへの「教育支援体
制に関する在り方」及び「交流及び共同学習」の推進に関
する実際的研究する実際的研究

国立特別支援教育総合研究所

企画部 藤本裕人

企画部 内田俊行

研究の目的と経緯
特別支援教育の推進

１．特殊学級（特別支援学級）と通級による指導の弾力的な運用
２．通常の学級に在籍する支援を必要とする児童生徒への対応方法

弾力運用の実態調査 及び 指導・支援事例集作成

「特別支援教室（仮称）」（案）の検討 → 中央教育審議会に提出

３．アジア・太平洋地域におけるインクルーシブ教育の状況
４．小・中学校における「交流及び共同学習」の実態調査

中間報告（中央教育審議会 報告内容） 支援・指導の事例集

特殊学級（特別支援学級）担任による

通級による指導の実態通級による指導の実態

自校に、通級による指導の加配教員がない場合や、配

置されていても専門性の異なる指導が必要な児童生徒が

いる場合で、かつ他校へ通うことが困難な場合、自校に

特別支援学級における通級による指導
（特別支援学級の弾力的運用の一つ）

いる他の教員による指導のほか、他校の教員による巡回

指導によって、通級による指導を行うことが可能である。

このとき、特別支援教育の専門性の高い特別支援学級

の担当教員が、当該学級の指導のない時間において、通

級による指導を行う場合が多い。

特殊学級の担当教員による通級による指導を実施している
自治体数（都道府県の数）

15

12
10

8

12

16

7 7

4 5
7

0

4

8

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

小学校

中学校

←制度改正
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39764人
37134人

34717人
32722人

1684人
1604人

1040人
930人

通級による指導を受けている全児童生徒数

小学校 中学校

通級による指導を受けている全児童生徒のうち、
特殊学級担任に通級による指導を受けている児童生徒の割合

15年度 16年度 17年度 18年度

小学校 ２．５％
（32,722人）

３．５％
（34,717人）

５．１％
（37,134人）

３．７％
（39,764人）

中学校 １．５％
（930人）

２．５％
（1,040人）

１３．４％
（1,604人）

５．２％
（1,684人）

小学校 中学校

1458人
1890人

1223人
808人 87人

215人

26人14人

全体傾向から

１．平成18年の制度改正前後の比較から、言語障害や情緒

障害の枠で、学習障害や注意欠陥多動性障害のある子ど
もたちも、従前から通級による指導で学んでいたと考えられ
る。

２．全体傾向から、特殊学級担任による通級による指導を実
施する自治体数が漸増の傾向をみせている。

３．現在、法整備がなされた直後であり、教員の配置や教室
の設置などは過渡期状態であるといえる。各自治体の工夫
ある取組の一つとして、広がりはじめている。

通常の学級に在籍する特別な支援を

必要とする児童生徒への対応方法

学級等 態 結特殊学級等の弾力運用の実態調査結果

基本的な９パターン

小学校・中学校での対応の工夫
特別支援学級・通級指導教室等の弾力運用（P5)

（ ）放課後等 時間１（１）放課後等の時間

特別支援学級等の弾力運用（イメージ）特別支援学級等の弾力運用（イメージ）

教員の加配がない場合

通常の学級特別支援学級

（１）放課後の時間
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１（２－１） 在籍児童生徒が交流及び
共同学習・特別支援学級担当教員の週
の時間割に空き

特別支援学級等の弾力運用（イメージ）特別支援学級等の弾力運用（イメージ）

教員の加配がない場合

通常の学級特別支援学級

（２－１）交流及び共同学習＋週の時間割に空き

個別指導

交流

１（２－２） 他の教員が指導・特別支援
学級担当教員の週の時間割に空き

特別支援学級等の弾力運用（イメージ）特別支援学級等の弾力運用（イメージ）

教員の加配がない場合

通常の学級特別支援学級

（２－２）他の教員が指導＋週の空き時間

個別指導

１（３） 付き添って＋ＬＤ等の児童生徒
への支援

特別支援学級等の弾力運用（イメージ）特別支援学級等の弾力運用（イメージ）

通常の学級特別支援学級

（３）付き添って＋ＬＤ等の児童生徒の支援

教員の加配がない場合

交流

支援
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１（４） 一緒の場で、特別支援
学級担当教員から指導学級担当教員から指導

特別支援学級等の弾力運用（イメージ）特別支援学級等の弾力運用（イメージ）

教員の加配がない場合

通常の学級特別支援学級

（４）一緒の場で、特別支援学級担当教員から指導

支援

１（５） ＬＤ等の児童生徒を視野
に入れ、丁寧な授業に入れ、丁寧な授業

特別支援学級等の弾力運用（イメージ）特別支援学級等の弾力運用（イメージ）

通常の学級特別支援学級

（５）ＬＤ等の児童生徒を視野に入れ丁寧な授業

教員の加配がない場合

別の学級の指導

特に配慮

専門教科の指導担当教員以外の先生の指導

２ 加配教員によるＬＤ等の児童
生徒への個別指導等生徒 の個別指導等

特別支援学級等の弾力運用（イメージ）特別支援学級等の弾力運用（イメージ）

（１）加配教員によるＬＤ達の児童生徒への個別指導等

加配教員が活用されている場合

通常学級国語、算数など教科指導

個別指導

ＴＴなどの加配教員
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特別支援学級等の弾力運用（イメージ）特別支援学級等の弾力運用（イメージ）

（２）加配教員による通常の学級の支援

加配教員が活用されている場合

通常の学級

個別の配慮を行うＴＴ的動き

ＴＴなどの加配教員

特別支援学級の弾力運用（イメージ）特別支援学級の弾力運用（イメージ）

（３）加配教員が授業、児童の状況に精通した担任教員が支援

加配教員が活用されている場合

通常の学級

加配教員による授業

加配教員

加配教員による授業

担任による支援

特別支援学校の専門 アセスメント

小学校・中学校の特別支援教育

「特別支援学級」と「通級指導教室」

特 交流及び共同学習 教育的 ズ

小・中学校 Ｔ

支援 少

通常

特
別
支
援
学
校

交流及び共同学習

特別支援学級

通級

教育的ニーズ

特Ｔ Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ Ｓ

Ｓ

通Ｔ

１学級８人以下 障害種 個に応じて月１～週８時間の指導

Ｓ

Ｓ

「特別支援学級」と「通級指導教室」

特 交流及び共同学習 教育的 ズ

小・中学校 Ｔ

支援 少

通常

特
別
支
援
学
校

交流及び共同学習

特別支援学級

通級

教育的ニーズ

特Ｔ Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ
Ｓ

通Ｔ

１学級８人以下 障害種 個に応じて月１～週８時間の指導

Ｓ
Ｓ

特 教育的 ズ

小・中学校

「特別支援教室（仮称）」

支援 少

支援 中

支援 多

通常

特
別
支
援
学
校

特別支援教室（仮称）

教育的ニーズ

通常の学級に在籍，一人一人の特別な指導を必要に応じて
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20

25

30

35

指導時間数（週あたり）

通常の学級・交流及び共同学習
十分な支援ができていない時間

特別な支援・指導の対応について
支援ができていない時間を弾力運用でいかに軽減するか：支援率の向上

支援の向上を目指した取組（１）
＊学校運営の裁量拡大による「特別支援教室制度」に向けた検討

（新教育システム開発研究 H17～１９）より引用
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第一分科会 「特別支援教室（仮称）」への展望

プロジェクト研究 研究成果報告（３）
小・中学校における障害のある子どもへの「教育支援体制に関する在り
方」及び「交流及び共同学習」の推進に関する実際的研究

「アジア・太平洋地域における
ブインクルーシブ教育の状況」

国立特別支援教育総合研究所

教育支援研究部 田中良広

本日お話しすること

１ ＣＥＣとは

２ 各国のインクルーシブ教育の状況

・オーストラリア

・中華人民共和国・中華人民共和国

・香港

・韓国

・台湾

３ 解決されるべき課題

CEC とは

• Council for Exceptional Children
• 世界最大の障害児教育関係の研究組織

• １７部門の専門的な情報提供

• 連邦政府の法律や政策に反映される教育実
践等の研究成果に関する会報の発行

• 年１度の研究大会の開催

• 特殊教育関係書籍の発行

• 対象は教育関係者、障害児者、学生等

障害児教育において関心を持たれてい
る課題 －ＣＥＣ出版カタログより－

• アクセシング カリキュラム /
インクルージョン

• 学校経営

• アセスメントと検査

• 多様性

• 幼児期

• 天才児教育

• ＩＥＰアセスメントと検査

• アシスティブ テクノロジー

• ＡＤＨＤ

• 自閉症

• 行動マネージメント

• コラボレーション

• 読み・書き

• ＩＥＰ

• 法律と権利擁護

• 生活中心の職業教育

• 指導の専門性

• 自己決定

• ソーシャルスキル

• 移行

オーストラリア

面 積 ７６９万平方キロメートル
人 口 ２０６３万人
在籍率 ３．８％
就学状況 ・通常の学級 ３６．１％

・特殊学級 ９．８％
・特別ユニット ４３．１％
・特殊学校 １０．８％

オーストラリア

特 色

・支援の程度による予算措置支援の程度による予算措置
・６段階の支援レベル
・巡回支援教師、学習支援ティーチャー
アシスタント、視覚障害・聴覚障害巡回
支援教師
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中華人民共和国

面 積 ９６０万平方キロメートル
人 口 １３億人
在籍率 ２．６６％
就学状況 ・通常の学級 ７７．２％

・特殊学級 ７．６％
・特殊学校 １５．２％

中華人民共和国

特 色

・地理的条件によるインクルーシブ教育の・地理的条件によるインクルーシブ教育の
誕生 → 学校間ネットワーク

・特殊教育諸学校が支援センターとしての
役割

・教室インクルーシブプロジェクト
（全国２２地区、５年計画）

香 港

面 積 １０３平方キロメートル
人 口 ６８９万人
在籍率 ０．９６％
就学状況 ・７３校の特殊教育諸学校に

９，５００人

香 港

特 色

・シード（seed）プロジェクト・シード（seed）プロジェクト
・全校プロジェクト

＊バンディングシステム
ハイソサエティー層のエリートイズム

大韓民国

面 積 ９万９千平方キロメートル
人 口 ４８８４万人
在籍率 ３．８％
就学状況 ・通常の学級 ９％

・特殊学級 ５１％
・特殊学校 ４０％

大韓民国

特 色

・特殊学級は視覚障害と聴覚障害・特殊学級は視覚障害と聴覚障害
＊知的、情緒、自閉症等の厳密な区別が

されていない
・２００４年 インクルーシブ教室及び特殊学

級に特殊教育ヘルパー
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台 湾

面 積 ３万６千平方キロメートル
人 口 ２２７８万人
在籍率 ２．０４％
就学状況 ・通常の学級 ３４％

・特殊学級 １８％
・リソースルーム ３３％
・特殊学校 ７％

台 湾

特 色

・天才児は分離教育（特殊学級）の対象・天才児は分離教育（特殊学級）の対象

・学習リソースセンター、専任コンサルタン
ト、

アドバイザー
・特殊教育法によるインクルーシブ教育の
促進 ← ＩＤＥＡの影響

解決すべき課題

１ 普通教育担当者に対するインクルーシブ

教育の理解・啓発と教員養成

２ 教育の質の保証（指導の専門性の担保）

３ カリキュラムの融合（ユニバーサルデザイン）

４ アセスメントと学習評価のためのテスト

５ 保護者の参加(子育て支援と理解・啓発）
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第一分科会 「特別支援教室（仮称）」への展望

プロジェクト研究 研究成果報告（4）
小・中学校における障害のある子どもへの「教育支援体制に関する在り
方」及び「交流及び共同学習」の推進に関する実際的研究

「交流及び共同学習」の実態調査について「交流及び共同学習」の実態調査について

国立特別支援教育総合研究所

教育支援研究部 滝川国芳

特別支援学級と通常学級とで取り組まれている交

調 査 の 目 的

流及び共同学習の現状について調査をすることに

よって，交流及び共同学習を推進する際に必要と

なる要因を明らかにすることを目的とした。

(1) 期 間 平成17年12月～平成19年８月

(2) 対象校 全国の特殊学級がある小・中学校から抽出

(3) 調査の概要
象校 究 担者 査を実施 象 各

調 査 の 方 法

対象校に研究分担者による訪問調査を実施し，対象の各
児童生徒毎に週の動きを担任が記入した。担任が記入した
調査用紙を元に，児童生徒の授業の総時間数，交流の時間
数，交流の時に介助が必要となる時間数，使われている教
科書の状況，評価の観点などを整理した。

集計は平成19年9月10日の時点で行い，269名のデータを
得た。

障 害 種 別 人 数 ％

弱 視 6 2 .2

難 聴 1 0 3 .7

知 的 1 3 8 5 1 3

学級の障害種ごとの人数とその割合

知 的 1 3 8 5 1 .3

肢 体 不 自 由 9 3 .3

病 弱 9 3 .3

言 語 3 1 .1

情 緒 9 4 3 4 .9

合 計 2 6 9 1 0 0

学年ごとの人数とその割合

学 年 人 数 ％

小 １ 年 3 5 1 3

小 ２ 年 3 2 1 1 . 9

小 ３ 年 3 7 1 3 . 8

小 ４ 年 2 7 1 0小 ４ 年 2 7 1 0

小 ５ 年 4 0 1 4 . 9

小 ６ 年 3 1 1 1 . 5

中 １ 年 1 9 7 . 1

中 ２ 年 2 0 7 . 4

中 ３ 年 2 8 1 0 . 4

合 計 2 6 9 1 0 0

30
12%

8

3%

盲聾養護学校適

特学適

通常級適

担任の判断による調査対象児童生徒の障害の程度

212

85%

通常級適

上部数字は人数
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10
4% 交流及び共同学習

の時間数なし
小学校 中学校

知的障害 2人 2人

肢体不自由 2人

情緒 3人 1人

交流及び共同学習の時間の有無

259
96%

交流及び共同学習の時間がない 交流及び共同学習の時間がある

上部数字は人数 n=269
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考 察（教育課程・教科書給与）

• 交流及び共同学習は，96%の児童生徒が行っており，その時間数に
違いはあるものの，積極的に行われていることがわかった。

• 交流及び共同学習として通常の学級で授業を行う場合，全ての教
科において，他の児童生徒と同学年の検定教科書が給与されてい
る割合が極めて高かった。

●交流及び共同学習は，特別支援学級が設置された学校の教育課程上
に位置づけられるものである。

そこで領域・教科の授業においては，教育課程上の指導目標，評価の観
点及びその趣旨を明確にした上で，交流及び共同学習を行われなければ
ならない。

●このことは，交流及び共同学習を実施する際の評価の在り方にも深く関
係する。
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考 察（教育課程・教科書給与）

交流及び共同学習を行っている教科において，検定教科書ではなく，文
部科学省著作本または一般図書（これまでのいわゆる107条本，現行の
学校教育法附則第9条本）が給与されている児童生徒の存在があった。

●通常の学級に在籍する児童生徒と同じ教室で場を共有しながら異なる●通常の学級に在籍する児童生徒と同じ教室で場を共有しながら異なる
教育内容を学習する事例

●同じ教科であっても，単元の内容によっては，その単元の時期だけ交
流及び共同学習を行う事例

今後，交流及び共同学習を進めていくために，特別支援学級に在籍す
る児童生徒については，現在の教科書給与の制度についても検討を
加えていく必要があると考える。

考 察（評価）

• 特別支援学級に在籍する児童生徒には，各領域・教科において
個々の実態に合わせた評価基準を担当教師が設定して評価を行う
到達度評価が，多く行われていた。

• しかしながら，交流及び共同学習を行っている児童生徒に限って
みてみると，国語，算数・数学においては，通常の学級に在籍す
る児童生徒と同様に絶対評価が行われている児童生徒の割合が高る児童生徒と同様に絶対評価が行われている児童生徒の割合が高
かった。

●国語，算数・数学の教科で交流及び共同学習を行っていた児童生
徒は，それぞれ全体の24.9%，12.7%と少なかったが，

●これらの児童生徒のより詳しい学習状況を明らかことは，交流及
び共同学習を進めていく上で不可欠あろう。

考 察（介助）

介助を必要とする児童生徒は，在籍する学級の障害種によって，その
時間数に大きな違いが見られた。

●特に，弱視，病弱，肢体不自由特別支援学級に在籍する児童生徒
態がは，より多くの介助を必要とする実態が改めて明らかとなった。

●体験型の学習形態や実技を多く取り入れることが求められる教科や
単元において，交流及び共同学習により学習する際には，より多くの
介助を必要とすると考えられる。

今後，教科・領域だけではなく，単元や学習内容ごとの児童生徒への
介助についても，交流及び共同学習を進めていく際には，検討を要す
るであろう。
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《パネルディスカッション》

特別支援学級の弾力的運用について 

 

国立特別支援教育総合研究所教育支援研究部  

総括研究員  廣 瀬 由美子 
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情緒 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
１時限 特学と通級 特学と通級 特学と通級 特学 特学と通級
２時限 通級 特学 特学 通級 その他
３時限 通級 交流 特学 交流 交流
４時限 その他 交流 通級 交流 特学
給食 給食 給食 給食 給食 給食
５時限 特学 通級 その他 特学 特学
６時限 会議・教相等特学 その他 会議・教相等その他

< >

< >
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特別支援学級の弾力的運用と校内体制づくり 

 

                 新潟県上越市立飯小学校教諭  

中 村 美津子 
 

１．特別支援教育の推進のきっかけ 

○ 平成１４・１５年度 

離席、教師への反発、教室からの抜け出しなど、授業が成立しにくい状況などが、複数

の学級に見られた。   

○平成１５・１６年度 

上越市特別支援教育推進体制モデル事業の指定を受ける。 

巡回相談で得たアドバイス→児童の変容→特別支援教育の視点への発想の転換 

   

２．特別支援学級の弾力的運用 

（１）スマイル教室誕生のきっかけ 

   平成１６年度のひまわり学級 

・ひまわり１・・・７名(１年１名、３年２名、４年２名、５年２名) 

         

 

・ひまわり２・・・６年３名→ひまわり２担任は付き添って交流学級６年２組へ 

         

 

 

（２）スマイル教室の誕生   １７年度 

固定化された特殊学級「ひまわり学級」から弾力的な特殊学級「スマイル教室」へ 

・スマイル教室在籍児童も通常学級での生活が基盤（朝、帰りの会も交流学級で）  

・スマイル教室は個別のニーズに応じた指導の拠点 

・スマイル教室担当は交流学級や他の通常学級に「お出かけスマイル」して支援を 

       

（３）弾力的運用の時間のカテゴリー 

１．在籍児童の指導時間 

２．在籍児童の交流学級の授業に付きそう指導時間              

３．在籍児童以外に支援の必要な児童を個別に取り出して指導する時間 

４．在籍児童が交流学級に行き空き時間となり、他の学級の児童への支援を行う時間

 

５．級外職員がスマイル教室で指導に当たるため、お出かけスマイルができたり、打ち合

わせや教材研究をしたりする時間 

６．発達検査や教育相談、授業観察などを実施する時間 

 

（４）スマイル教室の弾力的運用を生み出す工夫 

・ 通常学級の中で困り感を抱いている児童へ支援

・ 担任へのサポート     

・「できるだけ通常学級」と望む保護者の声が聞かれる 

・交流学級でのかかわりを望む保護者の声が聞かれる

成果が見

られる 
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   ①学級編成の工夫 

    ・各担当の交流学級数を少なくするための学級編成を行う。 

    ・障害種別でなく、できるだけ学年編成で組む。   

     ・障害に対して、支援の傾向性により、学級編成を行う。 

    ・各クラスの人数の等分化が図られるように学級編成を行う。 

   ②時間割の工夫 

・４月 スマイル教室の時間割編成を優先→通常学級の時間割編成 

    ・毎学期ごとのスマイル教室の時間表の修正や介護員等の支援の変更 

・児童の実態に応じた教室を超えたグループ編成（スマイル１と３の児童が一緒に学習する等） 

 

  ※毎年、スマイル教室在籍児童の実態等を見ながら、より効果的に運営できるよう、クラス

編成を工夫。 

 

（５）お出かけスマイルでの支援の入り方や特別支援教育担当の専門性を生かした支援 

○TTとして 

   ○スマイル教室の児童用に作成したプリントや教材の提供 

○支援のつまずきに応じたプリントや教材の提供、提案 

○学校生活全体（朝、帰りの会、給食、清掃、行事等）において、交流学級担任との連携

による指導・支援 

 

（６）スマイル教室在籍児童を交流学級担任が受け入れていくために 

①校長のリーダーシップ（特別支援教育の推進、交流及び共同学習の推進） 

→学級担任の意識を変える啓発 

  ②個別の支援シート（４月）で担任との打ち合わせ 

③日頃からの情報交換による連携（教室もできるだけ近くに） 

        

 

          通常の学級、特別支援学級両方にメリット  

 

３．特別支援学級の弾力的運用の成果と課題 

 ○成果やメリット 

・交流学級に一緒に支援に入ることが多くなることで、スマイル在籍児童の支援がタイムリ

ーにできるため、子どもは、安心感や意欲、自信を持って、通常学級の授業に参加できる

ようになっている。 

・「自分もクラスの仲間」「みんなと一緒にがんばろう」という気持ちが育っている。 

・お出かけスマイルや交流学級・学年との連携が多くなることで、学習内容や交流学級での

スマイル在籍児童の様子がわかり、必要に応じてスマイル教室で補充をすることができる。 

・ 保護者にも通常学級での様子を伝えることができる。 
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・個別に支援の必要な児童への丁寧な対応をしてもらえる。また、つまずきや 

がんばったことなどの情報を伝えてもらえる。 

・具体的な支援策を提案してもらい、助かっている。 

・担任の見とれない部分をフォローしてもらえる。 

・支援の手だてを工夫して児童の指導にあたろうとするようになっている。 

・支援に必要な教材を提供してもらい助かっている。 

・支援を受けたり、丁寧な対応、賞賛等を受けたりすることで、落ち着いて学習に参加した

り、学習への意欲が高まったりしてきている。 

・スマイル在籍児童が通常学級の中に入り、いろいろな活動に一緒にかかわることで、連帯

感や思いやり、共生意識が高まっている。 

 

○特別支援学級の弾力的運用を行うことで見えてきた課題 

・生活単元学習中心の児童から学習支援中心の児童まで受け入れの幅が広がり、生活単元学

習を必要とする児童に対し、まとまった生活単元学習の時間が取りにくくなっている。 

・スマイル教室在籍の人数や入級する児童の障害の程度、職員の数により、弾力的運用を行

う上で、取り出し指導やお出かけスマイルにも限界がある。 

  ・教育相談の増加により、特別支援教育担当者の専門性がより求められるようになっている。 

 

４．大勢の特別支援を必要とする児童を支援していくために（１９年度は１７．７％） 

  （１）校舎内外の支援のリソースを整理していく（本年度は１６の支援策） 

  （２）「特別な支援を必要とする児童の実態把握一覧表」を作成し、１６の校舎内外の 

支援のリソースを検討 

  （３）教師の力量を磨く校内研修 

    ・特別な支援を必要とする児童に配慮した授業研究の提案 

    ・情緒通級指導教室教諭のＳＳＴの授業を全職員で参観 

    ・有効だった支援策の情報交換会 

         ↓        

      支援の共有化 

         ↓ 

     飯小学校のユニバーサルデザインの作成（困った時に開いて見たり、個別の指導計画

作成の際に開いてヒントにしたりする） 
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特別支援学級の弾力的
運用と校内体制作り
（Ｈ１６～Ｈ１９までの取組）

平成２０年１月２５日（金）
国立特別支援教育総合研究所セミナー

新潟県上越市立飯小学校 中村 美津子

１９年度の学校の概要

児童数 ４３０名
学級数
・通常の学級 １３学級
２年生３学級 １年，３～６年２学級

・知的障害特別支援学級３学級
１７人 Ｈ１９年度より新設

・情緒障害特別支援学級１学級
３人 Ｈ１７年度より新設

職員数
・県費職員 計2４名
（校長、教頭、教務、少人数加配教諭２名

学級担任１７名、養護教諭、事務）

・市の職員 計10名
（教育補助員１名、介護員３名、用務員、

調理員５名）

上越市 人口２１万人
その中心部高田地区
高田駅より２．６ｋｍ
新興住宅地及び
中山間地

・上越養護所を校区にもつ
（通学児童毎年１５～２０名）

・近くに上越教育大学

平成１９年度 特別な支援を必要とする児童

H２０年１月現在
マトリックス表（特別な支援を要する

児童の実態把握一覧表）

新
規
児
童
に
○

年
組
児童
名

ＬＤ傾向得点12以上 Ａ
Ｄ

Ｈ
Ｄ

傾
向
得
点

6以
上

自
閉
傾
向
得
点

22
以
上

教
研
式
知
能
検
査
IS
S

教
研
式
N
RT
検
査
偏
差
値

発
達
検
査
の
実
施
状
況

障
害
名

保
護
者
と
の
相
談
暦

外
部
機
関
と
の
相
談
暦

本
人
の
実
態
や
対
応
経
緯

緊

急

度

今
後
の
対
応

担
当
コ
ー
デ
ィ
ﾈｰ
ﾀｰ

読
む

聞
く

書
く

話
す

計
算

推
論

１ ６ １２ １１ ４ ８ １０ ７ １３ ○ × ◎ Ｄ

Ｋ

中
村

２

３

校内支援体制の工夫

19
・支援の必要性の高い学年へ教育補助員を配属

・算数習熟度別学習６年２クラス→４グループに分
ける

・校長による算数の少人数指導（２学期より）

・放課後パワーアップタイム（19年度２学期より）
毎週火曜日 通常学級在籍児童

３年１人、４年２人、５年３人、６年３人

学校外の資源も
活かして、全職員
で支援しよう！

学校内外の１６の支援のリソースと対応の検討

学
校
で
の
対
応

A スマイル教室で個別に指導を行う。

B スマイル教室在籍児童を支援し、通常の学級在籍児童の支援も行う。

C スマイル教室在籍児童のいない学級にスマイル教室担当が支援に入る。

D 少人数指導や習熟度別グループ形態により支援を行う。

E 放課後指導（パワーアップタイム）を行う。

F 発達検査の実施。その後教育相談を行い、対応を考えて取り組む。

G 教育相談を行い、対応を考えて取り組む。

H 担任の指導の工夫で対応を図る。

外
部
と
の
連
携

I 大学と担任との連携で児童の支援の在り方を探る。

J 大学の学習相談室に児童が通う。

K 通級指導教室（言語・難聴・情緒）との連携により、指導を進める

L 巡回相談を受け、指導につなげる。

M 特別支援学校からのアドバイスをもとに、指導を進める。

N 医療機関との連携により、指導を進める。

O 保護者を大学の相談窓口につなぐ。

P 学校訪問カウンセラー・スクールカウンセラーと連携により指導を進める。
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＜１６年度からの取組＞
(1)

（１）学校課題の１つとして、特別支援教育を位置づける。
～グランドデザインに明記～

（２）校務分掌の改善
・「学力」「心」「体力」の３つのプロジェクト型協働体制

・特別支援教育コーディネーターの位置づけ
・特別支援教育校内委員会の校務分掌への位置づけ

（３）「特別支援教育の計画」を全職員に提示
（４）校内研修会の実施
・「気になる子どもたちの理解と支援」６月外部講師を招いて
・大学との連携による事例の取組 紹介 １月

（５）言語、情緒通級指導教室、上越教育大、巡回相談
等外部機関との積極的な連携

（６）個別の指導計画実態作成（２月）・・・引継資料の作成
個人ファイルの作成

校長の
リーダー
シップ！

ひまわり2組
６年３人（全員６年２組）

ひまわり１組 ７人
１年１人、３年２人、４年２人、５年２人

介護員２名

６年２組

Ｃ Ｔ

ひまわり２組
の担任は在
籍の児童に
ついて

交流学級へ

６年生１クラス、１～５年を１
クラスにした意図
・６年３名のうちの１名が多動的で、
学習の成立が難しかった。
・学級担任が交流学級に付き添い、
一緒に行動することができる。

①１６年度の学級運用から
得た成果

・６年２組の担任をサポートする
ことができた。

・通常の学級で困り感を抱いてい
る児童へ支援をすることがで
きた。

②１６年度の保護者
から寄せられる声

・できるだけ通常学級の

児童と一緒に

・交流を多く望む声

１７年度
○特殊学級の弾力的運用の実施
「ひまわり学級からスマイル教室へ」

＜特殊学級の弾力的運用＞

この教室で勉強して誰もがスマイルになれるようにと名前も変更

（ｽﾏｲﾙ教室在籍児童も通常学級での

生活が基盤，朝や帰りの会もみんなと
と一緒）

スマイル教室１・２・３

個別の教育的ニーズに応じた指導を推進する拠点

Ｃ：個別支援の必要な
教科をスマイル教室
で学習

Ｔ：お出かけスマイル
（通常学級の支援に入り
児童や担任をサポート）

1. 在籍児童の指導時間

2. 在籍児童の交流学級の授業に付きそう指導時間
（お出かけスマイル）

3. 在籍児童以外に支援の必要な児童を個別に取り
出して指導する時間

4. 在籍児童が交流学級に行き空き時間となり、他
の学級の児童への支援を行う時間（お出かけス
マイル）

5. 級外職員がスマイル教室で指導に当たるため、
お出かけスマイルができたり、打ち合わせや教
材研究をしたりする時間

6. 発達検査や教育相談、授業観察などを実施する
時間

（１）学級編成における基本的な考え
○各担当の交流学級数を少なくするための学級編成を行う。
○障害種別でなく、できるだけ学年編成で組む。
○障害に対して、支援の傾向性により、学級編成を行う。
○各クラスの人数の等分化が図られるように学級編成を行う。

（２）スマイル教室の時間表の工夫

○４月スマイル教室の時間割編成を優先→通常学級の時間割編成
（スマイル教室担当が通常の学級へ支援に入れる体制を作る）

○毎学期ごとのスマイル教室の時間表の修正や介護員等の
支援の変更

（通常の学級等からの受け入れ、途中入級等、指導効果を高めるための工夫等）

○児童の実態に応じた教室を超えたグループ編成
（スマイル１の児童とスマイル３の児童が一緒に学習するなど）



－��－

１７年度のスマイル教室の編成１２名

スマイル１ スマイル２ スマイル３
（新たに情緒障害学級新設）

５年２名

６年２名
（生活単元を中心とした
児童）

４年生４名

（学年に固める）

２年生２名

５年生２名
（学習を中心とした児童）

担任A・介護員A 担任B・介護員B 担任C
・５年・６年の支援

・１年生Ａ児のクラ

スへ支援（週２時

間）

・４年生への支援

通常学級４年１名

２学期より受け入れ

・２年・５年の支援

・通常学級２年１名

２学期より受け入れ

６年生は行事等も多いため、学級が６年単独の方が

動きやすい。

１８年度のスマイル教室の編成１５名
スマイル１ スマイル２ スマイル３

６年４名
（１７年度スマイル１の２名
とスマイル３の２名を一緒
にする）

５年生５名（１名入級）
（１８年度からそのまま持
ち上がる）

１年生３名

３年生３名（１名入級）
（１０月よりさらに１名入級）

担任A・介護員A 担任B・介護員B 担任C・教育補
助員
介護員AB（２学期より）

・６年生への支援

・通常学級の６年生

２名２学期より

受け入れ

・５年生への支援 ・通常学級の１年生

２名２学期より

受け入れ

・転入生３年生１名
スマイル１・２は交流学級・

学年の支援に。

１９年度のスマイル教室の編成 ２０名

コーディネーター主任として、

学校全体の様子が見えやすい。

お出かけスマイルでの支援の入り方や
特別支援教育担当の専門性を生かした支援

・通常の学級担任が全体を見たり机間巡視をしたりする間に個別の

支援をする（算数、国語等）

・通常の学級担任が個別指導をしている間に他の児童の○つけを

する（算数、国語等）

・特別支援学級担任が下位の学習グループを指導する（算数、体育、

音楽等）

・特別支援学級担任が内容別に分かれた１つのグループを指導する

（理科、家庭科、図工、校外学習等）

全職員へ・・・特殊学級の弾力的運用・特別支援

教育の推進・交流及び共同学習の

推進についての説明
「特別支援教育担当者は職員一人一人である」
「学級担任は、スマイル教室在籍児童も自分の学級の

児童という意識をもって指導にあたる」

学級担任の意識改革

・特別な支援を必要とする児童に配慮した授業

研究の提案

・情緒通級指導教室教諭の出前授業の参観

（ＳＳＴの研修）

・有効だった支援策の情報交換会

↓

支援の共有化

↓

飯小学校のユニバーサルデザインの作成
（困った時に開いて見たり、個別の指導計画作成

の際に開いてヒントにしたりする）
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← ＫＪ法による情報の

共有化

パソコンでの情報交換会→

19年度 Aさん支援シート 平成１９年４月５日

交流
学級

支援の
有無

テスト
の実施

スマイル
教室

○指導内容 ・配慮すること

国語 ○

算数 ○

社会 ◎ ○

理科 ◎ ○ ○

※ ◎は通知票の評定も出してほしい教科

・配慮してほしいこと

登下校

学級の係

座席

友人関係

身体面や給食

交流学級

担任
スマイル

教室担当交流学級の児童の様子や支援

スマイル在籍児童の様子

・通常学級でうまくいかないところは、担任からも様子を伝
えてもらい、支援の仕方を考えたり、支援に入ったり、
スマイル教室で補充をしたりする。

・スマイル教室で練習→交流学級の発表場面で一緒に

・交流学級の教室とスマイル教室の配置を近くに

お互いにメリットが。

＜スマイル在籍児童＞
スマイル職員が交流学級に一緒に支援に入ることが
多くなることで、スマイル在籍児童の支援がタイムリー
にでき、子どもは、安心感や意欲、自信を持って、通常
学級の授業に参加できるようになっている。
「自分もクラスの仲間」「みんなと一緒にがんばろう」と
いう気持ちが育っている。
＜スマイル職員＞

お出かけスマイルや交流学級・学年との連携が多くな
ることで、学習内容や交流学級でのスマイル在籍児童
の様子がわかり、必要に応じてスマイル教室で補充を
することができる。

保護者にも通常学級での様子を伝えることができる。

＜通常学級担任＞ アンケートより
特学担任から、学級経営上の相談相手になってもらえる。また、具体
的な支援策を提案していただき、助かっている。

担任の見とれない部分をフォローしてもらったり、様子を教えてもらっ
たりできる。一人にかかりきりにならず、全体を流せるようになった。

アドバイス等を受けることで、支援を必要とする児童に対しての手だ
てを考えて指導にあたろうとするようになっている。

児童への指示の出し方で良いところを教えていただき、「この方法が
いいんだな」と意識して使用するようになった。

支援に必要な教材を提供していただきありがたい。

＜通常学級の児童＞

支援を受けたり、丁寧な対応、賞賛等を受けたり
することで、落ち着いて学習に参加したり、
学習への意欲が高まったりしてきている。

スマイル在籍児童が通常学級の中に入り、いろいろな活動に一緒に
かかわることで、連帯感や思いやり、共生意識が高まっている。連帯
感や思いやりの気持ちが高まっている。

学校

全体が

落ち着いて

きている。

スマイル教室在籍の人数や入級する児童の障害の程
度、職員の数により、弾力的運用を行う上で、取り出し
指導やお出かけスマイルにも限界があり、次年度に継
続できるか見通しが持ちづらい。

弾力的運用を行い、特別支援教育を推進していくことで、
通常の学級担任からの相談や保護者からの教育相談
が増え、特別支援教育担当の専門性が求められるよう
になっている。

生活単元学習中心の児童から学習支援中心の児童ま
で受け入れの幅が広がり、生活単元学習を必要とする
児童に対し、まとまった生活単元学習の時間が取りにく
くなっている。
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地域内支援体制の構築に関する成果と課題

－「特別支援教室（仮称）」を中心にした実践－

上越市教育委員会学校教育課

指導主事 上 松  武

１ はじめに

  上越市は、平成１７年１月に全国最多の１４市町村が合併し、海や山の恵みと豊かな自然が

広がり、四季の情景あふれる人口２１万人都市である。面積は広大になったが、中山間地が多

く、平成２０年度までは過疎地域に指定されている。

  上越市の現状は次のとおりである（平成１９年５月現在）。

   ■学校数    小学校 54   中学校 29
   ■児童生徒数  小学校 11,840 中学校 5,820
   ■特別支援学級 小学校 68学級（在籍 231人） 中学校 26学級（在籍 86人）
   ■通級指導教室 言語障害 7教室  難聴 1教室
           情緒障害 1教室  LD・ADHD1教室
   ■通常の学級に在籍する特別な支援を要する児童生徒（平成１９年７月現在）

    小学校 総数 352（LD142 ADHD142 高機能自閉症 68）
    中学校 総数 99（LD28 ADHD42 高機能自閉症 29）

２ 「校内支援体制」から「地域内支援体制」へ

 (1)校内支援体制の充実
  平成１５・１６年度の２年間、特別支援教育推進体制モデル事業の指定を受け、次のことを

中心に事業を展開してきた。

   ①校内委員会の機能化     ②個別の指導計画の作成と授業での実践

   ③特別支援学級の弾力的運用  ④巡回相談の展開

 (2)モデル事業後の課題
  ２年間のモデル事業での結果、次のような課題が明らかになった。

   ◆校内支援体制によって解決困難な指導事例の増加

   ◆学校単独ではなく様々なリソースを活用しながら指導支援にあたることの必要性

   ◆小学校から中学校への指導支援の一貫性や円滑な情報の共有化

 (3)地域内支援体制の整備
  上記の課題を解決するために、平成１７年度から「上越市特別支援教育巡回相談事業」を展

開し始めた。この事業では、旧市町村の頃の地域性などを生かし、上越市全体を、中学校区を

単位とした１４ブロックに編成した（図１を参照）。この各ブロックを地域内支援体制の基盤

と位置づけ、次のことを中心に据えて取り組んできた。

   ◇学校訪問による巡回相談

・通常の学級に在籍する発達障害が疑われる児童生徒の授業を参観する。

    ・校内委員会を開催し、学級担任等への指導方法や学習環境、個別の指導計画などにつ

いて指導助言する。
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   ◇ブロック内研修の実施

    ・ブロック内の特別支援教育コーデイネータや通常学級担任等が集まり、事例検討や心

理検査の分析などについて研修する。

図１ 地域内支援体制の基盤となる１４のブロック

３ 「特別支援教室（仮称）」を中核にした新たな地域内支援体制

 (1)今までの地域内支援体制における課題

  ◆発達障害の特性に応じた、直接的で定期的な指導支援が求められてきた。

  ◆特別支援学級担当等が持つ専門性（※１）を、お互いに補完しながら発達障害のある児童

生徒へ指導支援することが求められてきた（※２）。

    ※１ 知的障害教育や自閉症教育、あるいは言語・難聴教育などのことである。さらに

は、特別支援学校での指導技術などなども考えられる。

    ※２ 専門性を提供するために、自校を離れて他校へ出向き、そのニーズに応じた指導

支援を行うことが考えられる。

 (2)専門性を提供することによる地域内支援体制

谷浜小・桑取小
宝田小・潮陵中

名立中

直江津小・国府小
直江津南小

古城小・直江津中 春日新田小・保倉小
小猿屋小・北諏訪小
八千浦小・八千浦中

直江津東中

大潟町小・柿崎小
下黒川小・黒川小
上下浜小・柿崎中

大潟町中

南川小・吉川小
大瀁小・明治小
頸城中・吉川中

大島小・末広小・
中保倉小・下保倉小
浦川原中・大島中

安塚小・上杉小
里公小・美守小
安塚中・三和中

宮嶋小・中郷小
豊原小・山部小

中郷中

牧小・針小
清里小・板倉中
清里中・牧中

高田西小・南本町小
黒田小・大和小・
和田小・城西中

飯小・大町小・
東本町小・城北中

諏訪小・戸野目小
上雲寺小・高士小

雄志中大手町小・富岡小
稲田小・城東中

春日小・高志小・
春日中

安塚小

情緒障害学級 在籍１人

発達障害（疑い） 6人
LD傾向4 ADHD傾向2

情緒障害学級 在籍１人

知的障害学級 在籍3人

情緒障害学級 在籍3人 知的障害学級 在籍4人

発達障害（疑い） 1人
LD傾向1

発達障害（疑い） 6人
LD傾向3 ADHD傾向2
HFA傾向1

発達障害（疑い） 5人
LD傾向5

発達障害（疑い） 2人
LD傾向2

発達障害（疑い） 6人
LD傾向5 ADHD傾向1

安塚中 N先生

上杉小 里公小 Ta先生

美守小 三和中

特別支援教室

特別支援教室

Ta先生

他校である上杉小へ
木曜日5・6校時

国語・算数の指導

N先生

他校である安塚小へ
木曜日5・6校時
算数、SSTの指導
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 (3)「特別支援教室（仮称）」での指導支援
  巡回相談によって通常学級担任等へ指導助言を行うのではなく、ブロック内の専門性を持っ

た教員（知的障害学級の担当者など）が、他校へ出向いて直接的に指導支援を行う支援体制を

試み始めた。平成１７年１２月に出された「特別支援教育を推進するための制度の在り方につ

いて」の答申に述べられている「特別支援教室（仮称）」の実践的研究である。

４ 成果と課題

 (1)新たな地域内支援体制の成果
  ①発達障害が疑われる児童生徒を、在籍学級や学校単独で指導支援しようとせず、地域内の

専門性を積極的に活用しようとする考え方が浸透してきた。

  ②中学校区という地域内を、専門性ある指導者が指導支援に当たることができるシステムを

つくることができた。

  ③具体的な支援方策や教材教具、各指導者が持つ専門性などを地域の財産として、共有化で

きる体制をつくることができた。

 (2)今後への課題
  ①一人一人の教育的ニーズを的確に把握すること

  ②指導者の専門性の把握と提供できる指導時間を確保すること

  ③指導効果を確実に評価しその内容を関係者で共有化すること
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パネルデイスシカッションパネルデイスシカッション
--「特別支援教室（仮称）」への展望「特別支援教室（仮称）」への展望--

地域内支援体制の構築に関する地域内支援体制の構築に関する
成果と課題成果と課題

上越市教育委員会学校教育課上越市教育委員会学校教育課
指導主事指導主事 上松上松 武武

uematu@jorne.or.jpuematu@jorne.or.jp

2008/01/25
平成19年度 国立特別支援教育総合研究所セミナーⅠ

特別支援教育特別支援教育

①①従来の特殊教育の対象に加え、通常学級に従来の特殊教育の対象に加え、通常学級に
在籍する在籍するLDLD・・ADHDADHD・高機能自閉症等の児童・高機能自閉症等の児童

生徒に対して、生徒に対して、

②一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指②一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指
導及び必要な支援を行う。導及び必要な支援を行う。

特別支援学級の
弾力的運用

特別支援教育
巡回相談事業

H17.4～

文部科学省「新教育システム
開発プログラム」

特別支援教室制度に
関する研究
H18.4～

上越市の特別支援教育への取組

上越市の特別支援教育上越市の特別支援教育

■■校内支援体制の整備充実校内支援体制の整備充実

■中学校区を単位とした地域内支援体制の確立■中学校区を単位とした地域内支援体制の確立

A小学校 校内支援体制

・校内委員会の設置
・特別支援教育コーデイネータの配置

C小学校 校内支援体制

・校内委員会の設置
・特別支援教育コーデイネータの配置

D中学校 校内支援体制

・校内委員会の設置
・特別支援教育コーデイネータの配置

B小学校 校内支援体制

・校内委員会の設置
・特別支援教育コーデイネータの配置

地域内支援体制（中学校区を単位とした）

谷浜小・桑取小
宝田小・潮陵中
名立中

直江津小・国府小
直江津南小

古城小・直江津中 春日新田小・保倉小
小猿屋小・北諏訪小
八千浦小・八千浦中
直江津東中

大潟町小・柿崎小
下黒川小・黒川小
上下浜小・柿崎中
大潟町中

南川小・吉川小
大瀁小・明治小
頸城中・吉川中

大島小・末広小・
中保倉小・下保倉小
浦川原中・大島中

安塚小・上杉小
里公小・美守小
安塚中・三和中

宮嶋小・中郷小
豊原小・山部小
中郷中

牧小・針小
清里小・板倉中
清里中・牧中

高田西小・南本町小
黒田小・大和小・
和田小・城西中

飯小・大町小・
東本町小・城北中

諏訪小・戸野目小
上雲寺小・高士小

雄志中大手町小・富岡小
稲田小・城東中

地域内支援体制の基盤となる14ブロック

春日小・高志小・
春日中

地域内支援体制としての取組地域内支援体制としての取組
■■学校訪問による巡回相談学校訪問による巡回相談
①通常の学級に在籍する発達障害が疑われる児童生①通常の学級に在籍する発達障害が疑われる児童生
徒の授業参観徒の授業参観

②学級担任等への、指導方法や学習環境、個別の指②学級担任等への、指導方法や学習環境、個別の指
導計画に対する指導助言導計画に対する指導助言

③心理検査の実施と結果説明③心理検査の実施と結果説明

■ブロック内研修の実施■ブロック内研修の実施
①ブロック内の特別支援教育コーデイネータや通常学①ブロック内の特別支援教育コーデイネータや通常学
級担任等が集まり研修する。級担任等が集まり研修する。

＜例＞＜例＞ ・困難事例についての検討・困難事例についての検討

・・WISCWISCⅢⅢの実施と解釈方法の実施と解釈方法

・小学校と中学校の校内支援体制の現状・小学校と中学校の校内支援体制の現状

東本町小

大町小

城北中

飯小

2年1組

巡回相談員

5年2組

①発達障害が疑われる児童が在籍している学級の授業参観を行う。

②参観後に校内委員会を開催し、巡回相談員が管理職や学級担任等へ、
指導方法や学習環境について指導助言をする。

1年2組

5年2組

③必要があれば、心理検査を実施し、保護者等へ結果の説明を行う。

■学校訪問による巡回相談

■巡回相談の希望があっ
た学校を対象に実施する。

■原則として、学期に1回
実施している。

上越市教育委員会が、
希望案内文書を出したり
希望集約したりする。
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巡回相談実施校巡回相談実施校 巡回相談実施人数巡回相談実施人数

小学校小学校 3131 5454
中学校中学校 88 1616

合計合計 3939 7272

巡回相談実施校巡回相談実施校 巡回相談実施人数巡回相談実施人数

小学校小学校 2727 4848
中学校中学校 55 88

合計合計 3232 5656

平成19年度第1回巡回相談の実施結果（6月～7月）

平成18年度第2回巡回相談の実施結果（11月～12月）

東本町小

大町小

城北中

飯小

巡回相談員

①各学校の特別支援教育コーデイネータや通常学級担任が研修会場校に
集まる。

②ブロック内の学校の優れた実践や効果的な指導事例などについて学ぶ。

③自校に戻り、自校化に努める。

■ブロック内研修の実施

■各ブロック内の実状や
課題に応じた研修内容を
設定する。

■原則として、長期休業
中に必ず実施する。

特別支援教育
コーデイネータ

特別支援教育
コーデイネータ

特別支援教育
コーデイネータ

特別支援教育
コーデイネータ

ブロック内研修
「飯小のユニバーサル
デザインについて」

上越市教育委員会が、
研修計画の文書を出し
たり実施後の報告を集
約したりする。

これまでの地域内支援体制の取組
における課題

①発達障害の特性に応じた、直接的で定期的な
指導支援が求められてきた。

②各担当が持つ専門性（※1）を相互に補完しな
がら、発達障害のある児童生徒へ指導支援する
ことが求められてきた（※2）。
※１ 知的障害教育や自閉症教育、あるいは言語・難聴教育などである。
さらには、特別支援学校での指導技術なども考えられる。

※２ 専門性を提供するために、自校を離れて他校へ出向いて行き、そ
の専門性が必要な学級へ指導支援を行うことが考えられる。

課題を解決するための新たな取組

安塚小
情緒障害学級 在籍１人

発達障害（疑い） 6人
LD傾向4 ADHD傾向2

情緒障害学級 在籍１人

知的障害学級 在籍3人

情緒障害学級 在籍3人 知的障害学級 在籍4人

発達障害（疑い） 1人
LD傾向1

発達障害（疑い） 6人
LD傾向3 ADHD傾向2
HFA傾向1

発達障害（疑い） 5人
LD傾向5

発達障害（疑い） 2人
LD傾向2

発達障害（疑い） 6人
LD傾向5 ADHD傾向1

安塚中 N先生

上杉小 里公小 Ta先生

美守小 三和中

LD傾向の児童への専門
的な指導支援が必要
⇒Ta先生から来てほしい。

ADHD傾向の児童への
専門的な指導支援が必
要である。
⇒N先生から来てほしい。

安塚小

情緒障害学級 在籍１人

発達障害（疑い） 6人
LD傾向4 ADHD傾向2

情緒障害学級 在籍１人

知的障害学級 在籍3人

情緒障害学級 在籍3人 知的障害学級 在籍4人

発達障害（疑い） 1人
LD傾向1

発達障害（疑い） 6人
LD傾向3 ADHD傾向2
HFA傾向1

発達障害（疑い） 5人
LD傾向5

発達障害（疑い） 2人
LD傾向2

発達障害（疑い） 6人
LD傾向5 ADHD傾向1

安塚中 N先生

上杉小 里公小 Ta先生

美守小 三和中

特別支援教室

特別支援教室

Ta先生
他校である上杉小へ
木曜日5・6校時
国語・算数の指導

N先生
他校である安塚小へ
木曜日5・6校時
算数、SSTの指導

◆学校・学年
◆対象児
◆指導者

２学期の目標

◆展開

時間 ○学習活動 ◇支援方策　　☆評価

5

15

○今日の学習内容を知る。

○「みんなで生きる町」の音読練習をする。

◇予定が目で分かるようにする。

◇今日練習する場所を、本人に決めさせる。

◇読みが難しいと思われる幹事の読み仮名尽きカードを
用意し、読み方を視覚に訴えるようにする。
◇担当が読み、その後同じところを読ませる（１回目）。
◇担当と交互読みをする（２，３回目）。
◇間違って読んだところを教科書にチェックしておき、読み
の確認をする。
◇４回目を読み、間違わずに読めたところをほめる。

☆間違わずに音読できたか。（教科書）・・・間違い読み２
回まで

20 ○先週習った漢字のテストをする。

○３年生までの漢字の練習をする。
（学　　習　　算　　数　　社　　会　　科　　母　　開
登）

○練習した漢字をプリントに書く。

☆１０問中８問以上、正確に書けたか（テスト）。
◇間違った漢字は、２回書く。

◇空書き、指書き、なぞり書きの順をふむ。
◇大きなマスの用紙を用意する。

◇分からない場合は、漢字を見て書く。
◇分からなかった漢字は、その漢字の成り立ちを教える。
◇宿題に出すプリントと同じプリントに書かせ、宿題の抵
抗感を減らす。

5 ○今日の学習をふり返る。 ◇がんばったことが分かる声がけをする。

◆授業日　　　　平成　19年　10月　4日　　6校時

■特別支援教室での目標
○３年生までの漢字の読み書きができる（８０％）
○６年生の教材文の音読が間違わずにできる（読んだ範囲で間違いが２回まで）。
■在籍する通常学級での目標
○教科書の音読が間違わずにできる（間違いが１ページ中３回まで）。
○宿題で漢字プリントを行い、毎日提出する。

（　上杉　　　　　）小・中学校　（　　６　　）年
K.T
里公小学校　　　Ta教諭

授業場面①

授業場面②
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授業場面①
○「みんなで生きる町」の音読練習をする。

授業場面②
○先週習った漢字のテストをする。

◆授業日 平成 １９年 ９月 ２８日 　５校時
◆学校 ・学年
◆対象児
◆指導者

２学期の目標

◆展開

時 　間 ○学習活動 ◇支援方策 　　☆評価

10 ○授業開始時間の確認
　　・教室の時計で現在の時間を確認す
る。

　　 ・机の間に 、「つい立 」を置いた学習
環境の説明

◇授業の開始時間が遅れた場合 、教室の時
計で遅れた時間をみんなで確認し、授業の始
まる時間を意識させる。
◇机の間に置いた 「つい立 」の ことを 、「集中
のがべ 」と称 して、児童に集中力が高まること
を説明 し意識 させる。
☆ 離席 を しないで 、話 を聞 くことが できたか 。

30 ○ １００ます計算
＊課題 「A」「B 」の どちらかを自分の意
思で選択させる。

　課題 「A 」：た し算のプリン トを計算す
る。

　課題 「B」：ひ き算のプリン トを計算す
る。

◇課題プリン ト「A」「B 」の どちらか 1枚 を選択 さ
せ 、自分の席で取 り組ませる。
◇離席をしないで、集中 して取 り組んでいる姿
が続いていると、大いにほめる。
◇計算の途中で分からなくなったり困 ったとき
には 、黙 って手を挙げて知らせる。
◇計算の間違えに 、ヒン トを与 えながら自分で
気づかせて、答えを直 させる。

☆ 課題 プ リン トの ８割以上 、間 違 えずに でき
たか 。

5 ○今日の学習をふ り返る。 ◇ 「集中のかべ 」を意識 して、課題に取 り組ん
だ成果や間違えに気づいて答えを直すことが
できたことを 、大いにほめる。

■特別支援教室での目標
・繰 り上が りののあるたし算 、繰 り下が りのあるひき算が ８割以上 、間違わずにできる。
・離席 、友だちへのちょっかいを出 さずに 、集中 して学習に取 り組むことができる。
■在籍する通常学級での目標
・集中 して学習に取 り組む 。

安 塚小学校 　３年
F .H
安 塚中学校 　N教諭

授業場面①

授業場面①
○「１００ます計算」をする。

6
3

02 7
2

5
2

01

0

10

20

30

時間

T.A（安塚小） N.T（安塚中） A.K（美守小） T.M（里公小） T.Y（三和中）

特別支援学級担任の指導時間

特別支援教室【他校】での指導時間
特別支援教室【自校】での指導時間
通常学級での指導時間
在籍児に付き添っての通常学級での指導時間
特別支援学級での指導時間

成果① 地域内の専門性を活用する考え方の浸透

安塚小

情緒障害学級 在籍１人

発達障害（疑い） 6人
LD傾向4 ADHD傾向2

情緒障害学級 在籍１人

知的障害学級 在籍3人

情緒障害学級 在籍3人 知的障害学級 在籍4人

発達障害（疑い） 1人
LD傾向1

発達障害（疑い） 6人
LD傾向3 ADHD傾向2
HFA傾向1

発達障害（疑い） 5人
LD傾向5

発達障害（疑い） 2人
LD傾向2

発達障害（疑い） 6人
LD傾向5 ADHD傾向1

安塚中

上杉小 里公小

美守小 三和中

特別支援教室

T先生

特別支援教室 特別支援教室

A先生 Ta先生

成果② 専門的知識技能の他校への提供システム

Ta先生

N先生

特別支援教室

特別支援教室
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東本町小

大町小

城北中

飯小

学級担任

特別支援教育
コーデイネータ

特別支援教育
コーデイネータ

特別支援教育
コーデイネータ

特別支援教育
コーデイネータ

学級担任

学級担任

学級担任

学級担任

学級担任

学級担任

学級担任
研修を通した学校間ネットワーク

・ブロック内の優れた指導実践
・効果的な指導方法

・他校の校内支援体制の在り方
・小・中の情報の連携

成果③ 地域内の財産としての共有化 地域支援体制を進める上での課題地域支援体制を進める上での課題

課題① 一人一人のニーズの的確な把握
「何が」ニーズなのか／「どんな」支援が必要なのか／
「どのくらいの時間が」必要なのか

課題② 指導者の専門性の把握と提供できる指導時間の確保
「何が」専門なのか／「どんな」支援ができるのか／「どのくらい
の時間が」提供できるのか

課題③ 指導効果の評価と共有
「どんな指導効果が」あったのか／「どのように効果を」共有する
のか



第一分科会 「特別支援教室（仮称）」への展望

「特別支援教室（仮称）」への展望
（パネルディスカッション資料）

国立特別支援教育総合研究所

企画部 藤本 裕人

「特別支援教室（仮称）」に向けて

現行の「特別支援学級」及び「通級による
指導」体制からのソフトランディングとその
課題について

特別支援学校の専門 アセスメント

小学校・中学校の特別支援教育

「特別支援学級」と「通級指導教室」

特 交流及び共同学習 教育的 ズ

小・中学校 Ｔ

支援 少

通常

特
別
支
援
学
校

交流及び共同学習

特別支援学級

通級

教育的ニーズ

特Ｔ Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ Ｓ

Ｓ

通Ｔ

１学級８人以下 障害種 個に応じて月１～週８時間の指導

Ｓ

Ｓ

「特別支援学級」と「通級指導教室」

特 交流及び共同学習 教育的 ズ

小・中学校 Ｔ

支援 少

通常

特
別
支
援
学
校

交流及び共同学習

特別支援学級

通級

教育的ニーズ

特Ｔ Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ
Ｓ

通Ｔ

１学級８人以下 障害種 個に応じて月１～週８時間の指導

Ｓ
Ｓ

67



特 教育的 ズ

小・中学校

「特別支援教室（仮称）」

支援 少

支援 中

支援 多

通常

特
別
支
援
学
校

特別支援教室（仮称）

教育的ニーズ

通常の学級に在籍，一人一人の特別な指導を必要に応じて

特別支援学級と通級指導教室の人的バランス

障害種別ごとの教員の人的配置

多くの教員を抱える多くの教員を抱える
学級種の弾力化が

必要

学級数（教員配置数）と平均在籍者数での実態

教員数 ２００００人

知的
学級数
19191

在籍数
59749

１ｃｌ平均
3.11

情緒
10503
在籍

28924
平均
2.75

通級 約２２００教室 ３８７３６人

教員数 １００００人

教員数 ５０００人

肢 病 難 言 弱

特別支援学級 ８人１ｃｌ 障害種別 個に応じて週１～８・月１、開級時１０程度以上

「特別支援教室（仮称）」が通級に近似した形態と想定
した場合の教育課程上の課題

教員数 ２００００人
知的障害児も
通級対象に！

知的
学級数
19191

在籍数
59749

１ｃｌ平均
3.11

情緒
10503
在籍

28924
平均
2.75

通級 約２２００教室 ３８７３６人

教員数 １００００人

教員数 ５０００人

肢 病 難 言 弱

特別支援学級 ８人１ｃｌ 障害種別 個に応じて週１～８・月１、開級時１０程度以上

現在の通級対象障害種

特別支援教室群

特
別
支
援
学
校

分
教
室
等

重度

「特別支援学級」＋「通級指導教室」から「特別支援
教室」を展望する際に、解決しなければならない課
題

１．全ての「特別支援学級」での、弾力運用の取り組み

２．「特別支援教室」への移行は、「知的障害」の「通級による指
導」が可能であるか、教育課程の検討が必要であると考えら
れる。

３．特別支援教室での指導は、教育課程がフレキシブルな性格
で運営できる方法の検討が必要である。（特別支援学級の
特別な教育課程と、通常の教育課程の関係）

４．「特別支援学級」は歴史・地理的に養護学校等の役割を
担ってきたところもあり、障害の程度が「重度」の在籍者に対
する対応方法の検討が必要

68



－��－

第２分科会 「自閉症教育の充実をめざして」 

第２分科会のスケジュール 

10：00～10：15  開会 

 

10：15～10：30  本分科会の概要説明 

 

10：30～11：40  研究成果報告 

－自閉症教育実践マスターブック（仮称）のエッセンスについて－ 

〔報告者〕  

徳永  豊 （国立特別支援教育総合研究所企画部総括研究員） 

      内田 俊行 （国立特別支援教育総合研究所企画部研究員） 

      齊藤 宇開 （国立特別支援教育総合研究所教育支援研究部主任研究員）  

 

11：40～12：10  研究協力校における授業展示ブースの紹介 

－実際の教育環境、教材教具を手がかりに－ 

〔研究協力校〕     

○筑波大学附属久里浜特別支援学校 

○東京都立青鳥養護学校久我山分校 

○北海道教育大学附属特別支援学校 

 

12：10～13：00  昼食・休憩 

 

13：00～14：15  研究協力校における取組の実際（各展示ブース） 

 

14：15～14：30  休憩 

 

14：30～15：30  パネルディスカッション 

－今後の課題と展望（教育課程の編成を中心に）－  

〔研究協力者・研究代表者〕 

   石塚 謙二 氏（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 

特別支援教育調査官） 

      三苫由紀雄 氏（東京都立高島養護学校長） 

      徳永  豊  （国立特別支援教育総合研究所企画部総括研究員） 

 

15：30～16：00  まとめ・閉会 

 

 

 
本分科会の資料は、現在校正中の自閉症教育実践マスターブック（仮称）

から抜粋したものである。 
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  徳永  豊（国立特別支援教育総合研究所企画部総括研究員） 

 

１．発達障害者支援と特別支援教育の動向 

・発達障害者支援法（法律第 167号）が平成 17年 4月から施行 

・学校教育法等の一部改正（法律第 80号）が平成 19年４月に施行 

 

２．自閉症教育の現状と課題 

・ 国立特殊教育総合研究所（2005）の全国の盲・聾・養護学校調査 

→全国の盲・聾・養護学校で自閉症のある幼児児童生徒が在籍すると回答した学

校のうち、「自閉症の診断のある幼児児童生徒」の割合は 20％、「自閉症の疑

いのある幼児児童生徒」を含めた割合は 31.1％ 

→このうち、知的障害養護学校では、「診断のある」22.8％、「疑い含む」35.1％ 

      ＜「疑い含む」内訳：小学部 47．5％、中学部 40.8％、高等部 25.2％＞ 

・指導内容及び方法 

    →自閉症について個々の特性が検討されることなく，知的障害のみの児童生徒と

集団で同じ指導内容や指導方法 

    →自閉症の特性に応じた自立活動の指導の積み重ねが少なく，位置づけが曖昧 

 

３．プロジェクト研究の目的 

   自閉症の特性に応じた指導が充実するためには，次の方策を明らかとすること 

１．自閉症の行動特性を理解   ２．指導内容や方法の再整理 

 ３．組織としての専門性の確保  ４．実践によって蓄積された経験・知識を共有 

 

４．研究成果のポイント 

 １．学校教育全体で自閉症教育に取り組むための「チェックリスト」 

２．教育環境の整備に資する「学びを促進するための 11項目」 

３．教育の中核となる「自閉症教育の７つのキーポイント」 

４．キーポイントを核とした授業改善のための「授業評価・改善シート」 

５．特性に応じた教育課程の編成 

＜効果的な指導形態としての「個人別の課題学習」の提案＞ 

 

５．自閉症のある子どもたちの未来をひらく 

自閉症教育のエッセンス又はスタンダードを 

自閉症教育の課題とプロジェクト研究の概要 
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私
は
、
実
態
把
握
と
し
て

行
っ
た
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結

果
に
基
づ
い
て
、
計
画
的
な

指
導
を
実
施
し
て
い
る
。

私
は
、
自
閉
症
の
あ
る
子
ど

も
の
個
々
の
得
意
な
こ
と
・

苦
手
な
こ
と
、
特
徴
的
な
行

動
パ
タ
ー
ン
、
混
乱
が
生
じ

や
す
い
刺
激
、
行
動
可
能
と

な
る
環
境
な
ど
を
把
握
し
て

指
導
し
て
い
る
。

私
は
、
授
業
に
お
い
て
、
多

く
を
ね
ら
わ
ず
、
目
標
を
１

～
３
つ
に
絞
り
、
目
標
に
応

じ
た
手
立
て
を
計
画
し
て
い

る
。

私
は
、
自
閉
症
の
あ
る
子
ど

も
が
自
ら
取
り
組
め
る
よ

う
、
動
機
付
け
を
高
め
る
工

夫
と
そ
の
評
価
を
授
業
毎
に

実
施
し
て
い
る
。

私
は
、
毎
回
の
授
業
を
評
価

し
、
次
時
の
授
業
の
改
善
点

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
チ
ー
ム
の
場
合
は
チ
ー
ム

で
行
っ
て
い
る
。
）

私
は
、
自
閉
症
の
あ
る
子
ど

も
に
は
、
自
閉
症
の
障
害
特

性
に
応
じ
た
指
導
内
容
が
必

要
だ
と
認
識
し
て
い
る
。

私
は
、
教
科
・
領
域
の
内
容

を
ね
ら
う
指
導
の
な
か
で
，

自
閉
症
の
障
害
特
性
に
配
慮

し
て
い
る
。

私
は
、
教
科
・
領
域
の
内
容

を
ね
ら
う
指
導
を
，
自
閉
症

の
障
害
特
性
に
応
じ
た
指
導

内
容
も
盛
り
込
む
な
ど
，
工

夫
改
善
し
て
取
り
組
ん
で
い

る
。

私
は
、
自
閉
症
の
あ
る
子
ど

も
に
は
、
自
立
活
動
や
領
域

教
科
を
合
わ
せ
た
指
導
に
お

い
て
、
社
会
性
や
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
独
自
の
教

育
内
容
を
設
定
し
て
取
り
組

ん
で
い
る
。

私
は
、
個
人
別
の
課
題
学
習

を
設
定
し
、
N
IS
E
の
提
案
す

る
自
閉
症
教
育
の
７
つ
の

キ
ー
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
指
導

内
容
と
し
て
授
業
を
行
っ
て

い
る
。

私
は
、
自
閉
症
の
あ
る
子
ど

も
の
個
々
の
実
態
や
障
害
特

性
に
応
じ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
手
段
（
絵
カ
ー
ド
、

V
O
C
A
な
ど
）
を
活
用
し
て

い
る
。

私
は
、
一
斉
指
導
の
中
で
も

個
別
に
課
題
内
容
を
工
夫
し

た
り
，
課
題
別
グ
ル
ー
プ
編

成
す
る
な
ど
、
学
習
集
団
と

そ
の
指
導
体
制
を
柔
軟
に
編

成
し
て
い
る
。

私
は
、
自
閉
症
の
あ
る
子
ど

も
が
自
立
的
に
動
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
場
所
の
一
対

一
対
応
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の

提
示
、
一
定
し
た
活
動
の
流

れ
な
ど
、
「
構
造
化
」
を
し

て
い
る
。

私
は
、
自
閉
症
の
あ
る
子
ど

も
が
主
体
的
に
活
動
に
取
り

組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

本
人
に
分
か
り
や
す
い
結
果

の
提
示
や
選
択
の
機
会
を
多

く
設
定
し
て
い
る
。

私
は
、
学
校
全
体
を
指
導
環

境
と
捉
え
、
い
つ
で
も
ど
こ

で
も
子
ど
も
た
ち
が
成
長
で

き
る
よ
う
な
イ
ン
シ
デ
ン
タ

ル
ア
プ
ロ
ー
チ
（
機
会
利
用

型
指
導
法
）
に
取
り
組
ん
で

い
る
。

私
は
、
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
も

取
り
入
れ
な
が
ら
、
個
別
の

指
導
計
画
を
作
成
し
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
授
業
に
取
り
組

ん
で
い
る
。

私
と
保
護
者
は
、
学
校
で
の

様
子
、
家
庭
で
の
様
子
に
つ

い
て
の
情
報
交
換
を
日
常
的

に
し
て
い
る
。

私
と
保
護
者
は
、
将
来
ど
ん

な
大
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
か

と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
共
有

し
、
そ
れ
を
も
と
に
、
個
別

の
教
育
支
援
計
画
を
策
定
し

て
い
る
。

私
は
、
授
業
で
取
り
組
ん
で

い
る
こ
と
が
家
庭
で
も
で
き

る
よ
う
、
家
庭
や
地
域
で
で

き
る
指
導
支
援
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
提
供
な
ど
、
共
同
的
な

取
組
を
実
施
し
て
い
る
。

私
は
、
休
日
や
放
課
後
の
支

援
の
調
整
や
調
整
す
る
機
関

の
紹
介
等
、
家
庭
支
援
を
実

施
し
て
い
る
。

学
校
全
体
で
自
閉
症
教
育
に
取
り
組
む
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

【
シ
ー
ト
A
】
指
導
内
容
・
方
法

A
-
1

A
-
2

A
-
3

A
-
4

ア
セ
ス
メ
ン
ト

特
性
を
把
握
し
て
指
導

目
標
を
絞
っ
た
授
業

毎
時
の
評
価

改
善
点
の
明
確
化

必
要
な
内
容
の
認
識

配
慮
し
た
指
導

特
性
に
応
じ
た
改
善

独
自
の
教
育
内
容

７
つ
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト

絵
カ
ー
ド
等
の
活
用

集
団
編
成
工
夫

構
造
化

主
体
的
活
動

機
会
利
用
型
指
導

家
庭
支
援

家
庭
プ
ロ
グ
ラ
ム

ビ
ジ
ョ
ン
共
有

日
常
的
情
報
交
換

ニ
ー
ズ
の
反
映
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私
の
学
校
で
は
、
自
閉
症
の

障
害
特
性
に
対
応
し
た
特
別

な
指
導
・
支
援
が
必
要
で
あ

る
こ
と
を
半
数
以
上
の
教
職

員
が
共
通
し
て
理
解
を
し
て

い
る
。

私
の
学
校
で
は
、
い
わ
ゆ
る

「
帯
状
」
の
日
課
に
す
る
な

ど
、
一
週
間
の
日
課
に
つ
い

て
工
夫
し
て
い
る
。

私
の
学
校
で
は
，
学
校
経
営

計
画
等
に
自
閉
症
の
障
害
特

性
に
応
じ
た
教
育
内
容
，
教

育
環
境
等
の
充
実
を
図
る
こ

と
を
重
点
課
題
と
し
て
挙

げ
，
実
施
し
て
い
る
。

私
の
学
校
で
は
、
自
閉
症
の

障
害
特
性
に
応
じ
た
指
導
内

容
に
つ
い
て
、
学
部
間

（
幼
・
小
・
中
・
高
）
で
一

貫
性
の
あ
る
教
育
内
容
を
整

理
し
て
い
る
。

私
の
学
校
で
は
、
自
閉
症
の

障
害
特
性
に
特
化
し
た
教
育

課
程
を
全
て
の
学
部
で
実
施

し
て
い
る
。

私
の
学
校
で
は
、
必
要
に
応

じ
て
落
ち
着
く
こ
と
が
で
き

る
場
所
を
作
り
利
用
さ
せ
る

な
ど
、
環
境
の
設
定
を
工
夫

し
て
い
る
学
級
・
学
部
も
あ

る
。

私
の
学
校
で
は
、
行
事
や
集

会
の
時
に
は
、
活
動
の
流
れ

を
提
示
す
る
な
ど
視
覚
的
な

支
援
（
写
真
、
シ
ン
ボ
ル
、

文
字
な
ど
の
利
用
）
を
い
つ

も
行
っ
て
い
る
。

私
の
学
校
で
は
、
授
業
の
た

め
に
必
要
な
準
備
や
打
ち
合

わ
せ
も
欠
か
せ
な
い
指
導
環

境
と
捉
え
、
そ
の
時
間
を
業

務
時
間
内
に
設
定
し
て
い

る
。

私
の
学
校
で
は
、
全
て
の
子

ど
も
が
学
び
や
す
い
環
境
の

整
備
に
つ
い
て
、
常
に
改

善
・
充
実
を
図
る
組
織
体
制

が
あ
る
。

私
の
学
校
で
は
、
一
定
の
基

本
方
針
に
従
っ
て
、
学
校
内

全
体
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、

統
一
性
が
あ
る
。

私
の
学
校
で
は
、
自
閉
症
教

育
に
関
す
る
校
内
研
修
を
こ

れ
ま
で
に
１
度
は
実
施
し
て

い
る
。

私
の
学
校
で
は
、
自
閉
症
教

育
に
関
す
る
校
内
研
修
を
行

う
際
に
は
、
現
在
の
学
校
の

状
況
を
考
慮
し
て
教
員
の

ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
内
容
を
取

り
上
げ
て
い
る
。

私
の
学
校
で
は
、
自
閉
症
教

育
に
関
す
る
事
例
検
討
会
ま

た
は
研
修
を
少
な
く
と
も
学

期
に
一
度
実
施
し
、
管
理
職

も
と
も
に
研
修
し
て
い
る
。

私
の
学
校
で
は
、
全
て
の
教

職
員
が
自
閉
症
の
障
害
特
性

等
に
つ
い
て
保
護
者
に
説
明

で
き
る
程
度
理
解
し
て
い

る
。

私
の
学
校
で
は
、
全
て
の
教

職
員
が
自
閉
症
の
障
害
特
性

等
に
つ
い
て
理
解
し
、
共
通

し
て
、
一
貫
し
た
対
応
が
取

る
こ
と
が
で
き
る
。

私
の
学
校
で
は
、
個
別
の
教

育
支
援
計
画
を
全
て
の
子
ど

も
に
策
定
し
て
い
る
。

私
の
学
校
で
は
、
小
中
学
校

等
に
在
籍
す
る
自
閉
症
の
あ

る
子
ど
も
の
教
育
に
つ
い

て
、
必
要
に
応
じ
て
相
談
を

受
け
た
り
、
指
導
を
行
う
体

制
が
で
き
て
い
る
。

私
の
学
校
で
は
、
学
校
の

も
っ
て
い
る
自
閉
症
教
育
に

関
す
る
最
新
の
情
報
を
、
公

開
授
業
や
通
信
等
を
通
じ

て
、
保
護
者
や
地
域
の
小
中

学
校
等
に
定
期
的
に
発
信
し

て
い
る
。

私
の
学
校
で
は
、
自
閉
症
教

育
に
つ
い
て
、
外
部
の
専
門

機
関
と
協
議
し
た
内
容
や
小

中
学
校
等
へ
支
援
し
た
内
容

等
に
つ
い
て
、
他
の
教
職
員

も
情
報
が
共
有
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

私
の
学
校
で
は
、
必
要
に
応

じ
て
外
部
専
門
機
関
や
地
域

機
関
と
連
携
し
、
意
見
を
取

り
入
れ
な
が
ら
学
校
運
営
を

行
っ
て
い
る
。

学
校
全
体
で
自
閉
症
教
育
に
取
り
組
む
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

【
シ
ー
ト
B
】
学
校
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

B
-
1

B
-
2

B
-
3

B
-
4

日
課
の
工
夫

半
数
以
上
が
特
性
理
解

学
部
間
の
一
貫
性

環
境
設
定
の
工
夫

集
会
で
の
支
援

授
業
準
備
時
間

改
善
充
実
の
体
制

統
一
性

一
度
は
実
施

ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
実
施

事
例
検
討
会

全
職
員
が
理
解

共
通
・
一
貫
し
た
取
組

個
別
の
教
育
支
援
計
画

相
談
支
援
体
制

情
報
発
信

校
内
の
情
報
共
有
体
制

連
携
し
た
学
校
運
営

自
閉
症
の
教
育
課
程

重
点
課
題
と
し
て
明
示
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自閉症教育の 7つのキーポイントと目標（例） 

７つのキーポイント 目標（例） １ ２ ３ ４ ５ ６

自ら学習する態勢になる力

＜学習態勢＞

・一人で，食事の時などに，椅子に座ることができる ■      
・起立や着席を一人で行ったり，大人と一緒に歩調を合わせて歩いたりすることができる ■     
・背後，横，正面等からのガイドを受け入れることができる ■     
・姿勢を一定にして，１０秒以上，机上の課題に取り組むことができる   ■    
・大人と机上で向き合って，やりとりしながら課題を成し遂げることができる   ■    

・最良の態勢になるように，自ら作業（学習）しやすい環境を作ったり，改善したりすることができる     ■

自ら指示に応じる，指示を理

解できる力

＜指示理解＞

・手招きや「こっちにおいで」など，人の働きかけ（指示）に応じることができる ■      
・今の行動を修正し，「～して」や「もう一度して」に応じることができる  ■     
・指示に応じて（その場で），１０秒以上，待つことができる   ■    
・絵や写真，文字などで書かれている内容（指示書）にそって，課題を達成することができる    ■

・一度，感情が乱れた後でも立ち直り，大人の指示に応じることができる    ■   

・必要に応じて，指示した人の意図を察した行動を取ることができる      ■  

自ら自己を管理する，調整

する力

＜セルフマネージメント＞

・着替えなどの簡単な日常生活動作が一人でできる ■     
・５分以上，座ったり，横になったりして休むことができる   ■    
・提示された計画にそって，行動することができる ■    
・選択肢から自分のしたいことを選び，そのとおりに行動することができる    ■

・自分に適した計画を創り，それに基づいて行動することができる     ■

・自分の役割や課題を理解し，さらに他者に配慮したり協議したりして計画を創り，最後まで取り組むことができる      ■

自ら楽しいことや嬉しいこと

を期待して活動に向かう力

＜強化システムの理解＞

・好きなものや，好きな活動が２つ以上ある ■      
・好きなものや，好きな活動を複数の選択肢から選ぶことができる  ■     
・好きなものや，好きな活動をしてもらうことを期待して，課題を最後まで終わらせることができる   ■    
・大人や仲間から言語等で賞賛にされることを期待して，課題を最後まで終わらせることができる   ■

・課題を成し遂げる（完成させる）ことだけを期待して，最後まで終わらせることができる   ■

・困難な課題でも，一回のお手伝いで10円もらって，12回貯めてから缶ジュースを買うなど，一日以上の先を見通

した期待感をもって課題に取り組むことができる 

     ■

自ら何かを伝えようとする意

欲と個に応じた形態を用い

て表出する力

＜表出性のｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝ＞

・どうしても欲しいものがある時など，どんな形であれ，人に何かを伝えようとすることができる ■      
・動作（指さしや大人の手を引くなど）を使って，意思を伝えることができる ■     
・代替手段(絵カードやVOCA)を利用して，自分の意思を伝えることができる   ■    
・自分の伝えたいことを，一日20回以上，伝えることができる ■    
・困った時に，他人に対して，援助を受けたいと伝えることができる    ■

・代名詞や属性（好みの色や，希望する量など）を入れた三語文以上の要求をすることができる    ■

・「何がほしいの？」の問いかけに応じて，ほしいものを伝えることができる     ■

・「何をしているの？」や「何が見える？」などの質問に応じることができる      ■

自ら模倣して，気づいたり学

んだりする力

＜模倣＞

・身近な人（保護者や兄弟，クラスメイトなど）と，同じような動作をすることがある ■      
鉛筆を持ったり，ジャンプしたりする動作などを，模倣しようとすることができる  ■     
・モデルの人がする一つの動作を，正確に行うことができる   ■    
・モデルの人がする連続した動作を，同時に行うことができる    ■

・示されたモデルを参考にして，同じ動作をする（反復する）ことができる    ■

・必要に応じたモデルを選択し，模倣する（参考にする）ことで，課題を解決することができる    ■

自ら課題解決のために注視

すべき刺激に注目できる力

＜注視物の選択＞

・自分の好きなおもちゃやお菓子，テレビ番組を，注視したり，注目したりすることができる ■      
・指示棒や指さしで注目を促された刺激を，注視したり，注目したりすることができる  ■     
・少し離れた大人の手元や，机上に示された刺激を，注視したり，注目したりすることができる   ■    
・二つの刺激のうち，属性（色や形，大きさ，数など）の違いに注目して選ぶことができる   ■    
・二つ以上の刺激から，わずかな属性の違いに注目して，仕分けなどを素早く行うことができる    ■

・刺激の一部（部品）を見て，全体をイメージして組み立てることができる    ■

6
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自閉症教育の 7つのキーポイントと目標（例） 
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授業の評価・改善シートの構成 
 

 構成は以下のように，「授業プラン」，「授業メモリー」，「授業シート」，「授業カルテ」の四つからな

っています。 

教科名等，必要な情報はこのシートにまとめます。 

授業のねらい（目標）を，評価の観点を参考にして，できるだけ簡潔に文章化します。 

授業の一通りの流れを，課題分析します。その際，できる限り観点や評価の視点，キーポイン

トなどを含んだ評価しやすい文になるように心掛けます。 

支援の方法，手続き，スタート時の教材教具など，必要な情報はこのシートにまとめます。指

導者向けの台本のイメージです。 

 

このコマ（今日の授業）の授業のねらい（目標）との関係（つながり）を書きます。 

本時のねらいを，前後の授業との関連を意識しながら，ねらい（目的）を絞って，明確に文章

化します。 

本時の評価（授業のねらいに向けた改善ができたかどうか）と，次の授業へ向けた改善点を書

きます。 

 

   

「授業プラン」で記載したシラバス（単元のねらい，目標等），「授業メモリー」で記載したコ

マシラバス（本時のねらい，目標等）をコピー＆ペーストして，「授業プラン」に記載した全体

の流れからポイントを切り取り，小見出しを 4つ，12項目程度に絞ります。 

最も重要な小見出し以下の「ねらい（目標）」を示す項目は，「授業プラン」に記載したとおり

の文を参考にして，授業の評価・改善がしやすい文に仕上げます。 

その際に，「キーポイント」や学校独自の「観点等」を活用することが重要です。 

授業終了後は，「授業カルテ」などを利用して，「ねらい（目標）」を示す項目を再点検します。 

平均して，６０点から８０点くらいが最も良い授業です。みんなが０点の授業はなかなか観ま

せんが，簡単すぎて１００点ばかりが目立つ授業もいけません。 

「ねらい（目標）」を示す項目を軸に，Check（評価），Action（改善）を行うことに慣れていき

ます。（授業評価・改善シートは別名「セルフ・コーチング・シート」です。） 

 

「授業シート」で創り上げた授業時間内に，一人一人を評価する時間を設ける場合に利用する

のが「授業カルテ」です。まとめのテストのように利用すると良いでしょう。 

また，授業を評価・改善をした結果，平均して，６０点から８０点くらいの授業になっても，

グループの中に１００点の子や０点の子が残るかもしれません。その時は，「授業カルテ」を使

って，一事例に絞った評価をする必要があるかもしれません。その際は，グループの変更や，

組み替えも試みる必要があるかもしれません。 

また，個人別の課題学習は，「授業シート」と「授業カルテ」が同じ内容になってしまうため，

「授業カルテ」を用います。課題学習では，「できて終わる」ことが次の課題のモチベーション

維持に役立ちます。そのため，授業の中でステップ（支援方法の上げ下げなど）の変更が必要

になります。変更した場合には，そのことを記載して，全項目終了後にもう一度，「できて終わ

った」ステップの再評価をすると良いでしょう。ステップの変更が必要な項目は，12 項目のう

ち 2～4項目が最適だと考えています。 
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■ 筑波大学附属久里浜特別支援学校 

久里浜特別支援学校からは，先生と向き合いながらキーポイントを核として，一人一

人の課題に取り組む「個人別の課題学習」場面について紹介があります。 

■ 東京都立青鳥養護学校久我山分校 

青鳥養護学校久我山分校からは，キーポイントを核として，自立的な課題を中心に取

り組む「個人別の課題学習」場面について紹介があります。 

■ 北海道教育大学附属特別支援学校 

北海道教育大学附属特別支援学校か 

らは，キーポイントを核として，社会 

性や課題に取り組む集団の授業場面に 

ついて紹介があります。 

 

 

次ページより 

各学校の概要について紹介します。 

研究協力校における取組の実際
実際の教育環境、教材教具を手がかりに 
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筑波大学附属久里浜特別支援学校

16 4 1
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16 18 3

5 22
2 7 28

19 3

では，個別の課題学習の時間を，

1～ 2年生は週 5日，3～ 6年生は週 4

日帯状にとっています。また，自閉症

の障害特性に応じた自立活動の時間（の

びのびタイム），社会参加と自立を目指

した活動に継続的に取り組む「社会生

活の指導」，「よかタイム」の時間を特

設して指導に取り組んでいます。
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東京都立青鳥養護学校久我山分校 

19 25 105

71

17

18

EBE Evidence Based Education

W H (Who)

(When) (Where) (What)

(How) (Why)

EBE W H

LDT-R MEPA

18
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下校指導 下校指導
02:5102:5102:51

下校指導

月

日常生活の
指導

下校指導

13:45

国語算数

体育

社会
性の
学習

日常生活の指導

生活単元学習
(歩行）

給食

日常生活の指導

日常生活指導日常生活指導

生活単元学習生活単元学習 生活単元学習

日常生活指導

日常生活の指導

休憩

生活単元学習

日常生活の指
導

下校指導
生活単元学習

生活単
元学習

日常生活の指導

火 水 木 金

生活
単元
学習

社会
性の
学習

図工 音楽

14:00

体
育
国語算数

校　内　試　案
（自閉症の教育課程）

日常生活の指導

社会性
の学習

体
育
国語算数

重度重複学級 生活単元学習 自立活動
遊
び

国語
算数

音
楽
図
工

日常生活の指導

図
工

日常生活の指導

普通学級
（知的障害の教育課

程）
生活単元学習

音
楽
図
工

日常生活の指導

音
楽

自立活
動

生活
単元

国語算数
音
楽
図
工

普通学級
（自閉症の教育課程）

社会性
の学習

生活単元学習
体
育

集団での社
会性の学習

個別での社
会性の学習
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北海道教育大学附属特別支援学校
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60 1 3 18 3

24 19.4.1 12 70 13 72

12 50 37 61.6
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